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第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成25年10月７日) 

 

第 ３ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成25年10月７日(月曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時34分休憩 

            午後１時０分開議 

            午後２時31分休憩 

            午後２時38分開議 

            午後３時38分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第26号 平成24年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第28号 平成24年度熊本県母子寡婦福

祉資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(９人) 

        委 員 長 松 田 三 郎 

        副委員長 森   浩 二 

        委  員 前 川   收 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 杉 浦 康 治 

欠席委員(２名) 

        委  員 山 口 ゆたか 

        委  員 増 永 慎一郎 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

企画振興部 

         部 長 錦 織 功 政 

         理事兼 

   交通政策・情報局長 小 林   豊 

総括審議員兼政策審議監 内 田 安 弘 

地域・文化振興局長 田 中 浩 二 

        企画課長 小 原 雅 晶 

     地域振興課長兼 

 県中央広域本部振興部長 吉 田   誠 

      文化企画課長 吉 永 明 彦 

       政策監兼 

文化・世界遺産推進室長 本 田   圭 

川辺川ダム総合対策課長 福 山 武 彦 

      交通政策課長 中 川   誠 

      情報企画課長 家 入   淳 

       統計調査課長 池 田 正 人 

健康福祉部 

部 長 松 葉 成 正 

総括審議員兼         

政策審議監 牧 野 俊 彦 

医 監 岩 谷 典 学 

長寿社会局長 山 田 章 平 

子ども・障がい福祉局長 田 中 彰 治 

健康局長 白 濵 良 一 

首席審議員兼         

健康福祉政策課長 古 閑 陽 一 

健康危機管理課長 一   喜美雄 

高齢者支援課長 中 島 昭 則 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 大 村 裕 司 

社会福祉課長 青 木 政 俊 

首席審議員兼         

子ども未来課長 中 園 三千代 

子ども家庭福祉課長 藤 本   聡 

障がい者支援課長 松 永   寿 

医療政策課長 三 角 浩 一 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

首席審議員兼         

健康づくり推進課長 山 内 信 吾 

薬務衛生課長 今 村   均 

――――――――――――――― 
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出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

        会計課長 福 島   裕 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 本 田 惠 則 

         監査監 瀬 戸 浩 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○松田三郎委員長 それでは、ただいまから

第３回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、初めに企画振興部の審査を行い、

その後、午後１時から健康福祉部の審査を行

うこととしております。 

 それでは、これより企画振興部の審査を行

います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。なお、執行部

からの説明は、効率よく進めるために、最初

に一度立っていただきまして、どこでどなた

が説明なさっているかをわかるように一度立

っていただきまして、その後は説明は着座の

ままで簡潔にお願いしたいと思います。 

 それでは、企画振興部長から総括説明を行

い、続いて担当課長から順次説明をお願いい

たします。 

 初めに、錦織企画振興部長、お願いいたし

ます。 

 

○錦織企画振興部長 おはようございます。 

 それでは、委員長の御指示に従いまして、

着座にて御説明させていただきます。 

 平成24年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会におきまして御指摘

のございました施策推進上改善または検討を

要する事項等のうち、企画振興部関係の３点

につきまして、その後の措置状況を御報告申

し上げます。 

 １点目は、全部局共通事項といたしまして

「行政文書の管理について、支出負担行為書

等の書類紛失が発生しており、熊本県行政文

書等の管理に関する条例等に基づき、文書を

適切に保管、管理すること。」でございま

す。 

 企画振興部でも、平成23年度に支出負担行

為等の書類を紛失する事案が１件発生いたし

ましたことを受け、行政文書につきまして

は、所定の場所での保管、一括管理の徹底を

図りますとともに、決裁処理のため関係課へ

簿冊を持ち出す場合は、持ち出し日等を管理

する一覧表を作成するなど、常に簿冊の所在

を明確にして再発防止に努めておるところで

ございます。 

 ２点目は「地域づくり夢チャレンジ推進事

業については、市町村や地域団体などの主体

的な取り組みを総合的に支援するものとして

期待が大きいことから、今後とも市町村等の

意見、要望を踏まえながら企画の段階から積

極的なアドバイスを行うなど、一層効果的な

事業の展開を図ること。」でございます。 

 地域づくり夢チャレンジ推進事業につきま

しては、広域本部が今年度設置されたことに

伴い、より迅速に現場の実情に応じた判断が

できますよう、事業の交付決定権を各広域本

部に移管いたしますとともに、市町村等への

アドバイザー派遣や調査事業ができる掘り起

こし事業費を広域本部ごとに1,000万円、合

計4,000万円を確保いたしまして、企画段階

からの積極的なアドバイスや支援を行ってお

るところでございます。 

 また、一層の効果的な事業展開を図るた

め、過去に採択した具体的事例を取りまとめ

地域づくり団体等へ配付を行いますととも

に、地域づくり講演会やセミナー等を開催

し、地域振興のための企画づくりのヒントや
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ノウハウの共有に努めておるところでござい

ます。 

 さらに、地域づくりにみずから積極的に挑

戦するとともに、地域づくり団体等をしっか

り支援している市町村に対し、知事表彰を行

っているところでございます。 

 ３点目は「阿蘇の世界遺産登録を推進する

ため、景観保全等の重要性について地元住民

や経済団体等に周知し、住民の機運醸成等を

含めたさらなる取り組みを行うこと。」でご

ざいます。 

 まず、住民等への景観保全等の重要性の周

知につきましては、文化財保護法に基づく重

要文化的景観の選定を目指し、関係市町村に

おいて、景観条例の制定や景観計画の策定を

進めているところでございますが、その手続

の一環として、住民等に景観保全の重要性等

を丁寧に説明しているところでございます。 

 また、住民の機運醸成につきましては、こ

れまでも県民シンポジウムや教育モデル校事

業、モニターツアー等により周知啓発を行っ

ておりますが、今年度は、さらに全国に向け

た阿蘇の価値や魅力の発信を目的といたしま

して、初めて東京でシンポジウムを開催する

予定でございます。 

 さらに、熊本出身の小山薫堂氏への世界遺

産ＰＲ大使の委嘱や伊藤園との提携により

「お茶で熊本を美しく」と銘打ったキャンペ

ーンを展開し、阿蘇の世界遺産登録活動をそ

の寄附やボランティア活動で後押ししてもら

いますとともに、関係市町村の広報紙に「守

って行きたいわがまちの景観と人々」という

題名で、各地の景観等を紹介する取り組みを

進めておるところでございます。 

 続きまして、企画振興部の平成24年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料１ページ

の平成24年度歳入歳出決算総括表により御説

明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、収入済み額15

億700万円余となっており、不納欠損額、収

入未済額はございません。 

 また、歳出につきましては、予算額58億4,

000万円余に対しまして、支出済み額は55億

9,000万円余となっております。 

 翌年度への繰越額は1,800万円余で、鉄道

施設総合安全対策事業に関するものでござい

ます。 

 また、不用額は２億3,000万円余で、主な

内容は、補助事業の執行残や経費削減等によ

る執行残でございます。 

 詳細につきましては各課長から説明いたさ

せますので、よろしく御審議いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 

○松田三郎委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。よろ

しくお願いします。 

 定期監査の結果につきましては、公表事項

はございません。 

 企画課の決算状況につきましては、お手元

の決算特別委員会説明資料により御説明いた

します。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。主な収入につきま

して御説明いたします。 

 まず、使用料及び手数料でございますが、

銀座熊本館内に入居する社団法人熊本県物産

振興協会等からの使用料収入でございます。 

 次に、財産収入でございますが、東京事務

所職員の借り上げ宿舎に係る職員負担分でご

ざいます。 

 次の寄附金につきましては、世界チャレン

ジ支援寄附金として、テレビ熊本から300万

円の寄附をいただいたものでございます。 

 資料の３ページをお願いいたします。 
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 諸収入につきましては、最下段の年度後返

納でございますが、平成22年に登山中に行方

不明となっていた職員の死亡手続に伴う給与

の返還分でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の４ページをお願いいたします。 

 予算現額７億5,600万円余に対し、支出済

み額７億3,300万円余となっております。な

お、不用額は2,300万円余でございます。 

 一般管理費につきましては、時間外勤務手

当の特別配当分でございます。不用額はござ

いません。 

 次に、諸費につきましては、東京事務所職

員給与、管理運営費及び銀座熊本館改修に係

る経費でございます。なお、不用額746万円

余は、人件費の執行残、東京事務所管理運営

費の経費節減及び銀座熊本館改修の入札に伴

う執行残でございます。 

 次に、企画総務費につきましては、企画課

職員給与費でございます。なお、不用額は、

執行残でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 計画調査費でございますが、これは備考欄

にあります政策推進事業、広域開発行政促進

事業、地域プロジェクトアドバイザー委託事

業などに係る経費でございます。 

 不用額の1,500万円余は、県勢発展に向け

た調査研究を実施するための経費を計上して

いる政策推進事業において、必要な事案が見

込みよりも少なかったものが791万円余で、

そのほかは経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉田地域振興課長 地域振興課の吉田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、定期監査の結果について、公表事項

はございません。 

 まず、歳入でございますが、６ページをお

開きください。 

 手数料でございますが、不動産鑑定評価法

に基づく不動産鑑定業者登録手数料でござい

ます。不納欠損、収入未済額はございませ

ん。 

 次に、国庫支出金のうち国庫補助金でござ

いますが、特定地域振興対策事業費補助につ

きましては、環境負荷を少なくしつつ、経済

発展する新しい形の地域づくりを目指す環境

首都水俣・芦北地域創造事業、こちらであっ

たり、水俣・芦北地域への環境学習等の誘致

を図る水俣・芦北地域環境フィールドミュー

ジアムプロジェクトなど、環境省の水俣病総

合対策費補助金等でございます。ともに不納

欠損、収入未済額はございません。 

 次に、国庫委託金でございますが、国土交

通省からの土地基本調査委託金で、こちらも

不納欠損、収入未済額はございません。 

 次に、財産収入でございますが、万日山に

ございます熊本市の排水管理施設等に対する

土地貸付料でございます。不納欠損、収入未

済額はございません。 

 次に、諸収入でございますが、貸付金元利

収入５億5,598万円余は、平成11年度から平

成24年度に貸し付けた地域総合整備資金貸付

金、いわゆるふるさと融資の回収金でござい

ます。 

 雑入は、阿蘇市からの県地域振興総合補助

金返還金の1,520万円、新幹線くまもと創り

プロジェクト推進本部の解散に伴う負担金の

残金返納金の91万円余でございます。不納欠

損、収入未済額はございません。 

 次に、歳出について御説明をさせていただ

きます。資料の８ページをお願いいたしま

す。 

 企画総務費でございますが、地域振興課職

員21名の職員給与費で、不用額は執行残でご

ざいます。 

 次に、計画調査費でございますが、不用額

を生じた理由として、地域づくりチャレンジ

 - 4 -



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成25年10月７日) 

推進事業補助金等につきましては、所要見込

み額の減に伴う執行残でございまして、6,25

1万円余りとなっております。その内訳とし

ては、夢チャレンジ推進事業やスクラムチャ

レンジ推進事業等の補助金分が3,500万円

余、アドバイザー派遣事業など県が直接実施

する事業が2,700万円余でございます。 

 この事業は、市町村や地域住民等の自主的

な地域づくり、例えば移住、定住や交流拡大

の取り組み、高齢者の起業化などを支援する

もので、平成24年度は68件の提案があり、審

査の結果、57件の取り組みについて採択を行

ったところでございます。 

 制度が開始されて２年が経過しております

が、年間８件以上の活用がある市町村がある

一方で、まだ一度も活用がない市町村もある

ことから、過去の採択事例を取りまとめて配

付を行うとともに、地域づくり講習会やコミ

ュニティービジネスセミナー及び知事表彰な

どを実施して周知を図っているところでござ

います。 

 次に、水俣・芦北地域産業振興と雇用創出

事業につきましては、同地域の事業者を対象

とした雇用創出奨励金等、所要見込み額の減

に伴う執行残でございます。 

 次に、965万円余りは、その他の事業の執

行に際して生じた不用額の合計であり、経費

節減等によるものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉永文化企画課長 文化企画課の吉永でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まず、決算状況の御説明に先立ちまして、

本年度の定期監査の公表事項について御説明

申し上げます。 

 文化企画課では、平成24年度に、通勤中に

過失割合の高い人身事故が１件、過失割合の

高い物損事故が１件発生しております。 

 職員の交通安全意識の高揚を図るととも

に、事故原因に応じた具体的な交通事故防止

対策を講じることとの御指摘をいただいてお

ります。 

 措置状況といたしましては、当該職員への

指導はもとより、課員全員への訓示や交通安

全の研修等、交通事故防止対策の徹底を図っ

たところでございます。 

 今後も引き続き、さまざまな機会を捉え、

交通事故防止、交通法規の遵守につきまし

て、職員に注意喚起してまいります。 

 続きまして、文化企画課の決算状況につい

て御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございます。資料の９ページ

をよろしくお願いします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 使用料、手数料でございますが、これは熊

本県立劇場の施設設備使用料、駐車場使用料

等でございます。なお、県立劇場の予算現額

と収入済み額との差額が789万円余となって

おりますが、これは当初の見込みより県立劇

場の利用者が少なかったこと等によるもので

ございます。 

 諸収入についてでございます。世界文化遺

産登録推進事業の市町村負担金等でございま

す。予算と収入額の差額50万円余は、県の執

行額の減少に伴い、負担金を減額するもので

ございます。 

 次に、歳出でございますが、資料の10ペー

ジをお願いいたします。 

 企画総務費は、職員20人の職員給与費で、

不用額72万円余は執行残でございます。 

 次に、計画調査費は、博物学関係資料活

用・学習支援事業等、熊本県芸術文化祭推進

事業、熊本県文化協会補助、熊本県立劇場の

施設整備費、管理運営事業等の執行経費でご

ざいます。不用額の1,597万円余は、主に熊

本県立劇場の改修工事及び加藤・細川ヘリテ

ージプロジェクト事業委託費のうち、入札に
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伴う執行残でございます。 

 教育費の文化費は、本県が取り組んでおり

ます万田坑、三角西港を含む明治日本の産業

革命遺産、天草の﨑津集落を含む長崎の教会

群及び阿蘇の３資産に係る世界文化遺産登録

推進のための学術調査や啓発等の経費でござ

います。不用額の753万円余は、文化財指定

に係る市町村への補助金の執行残や啓発事業

委託費の入札に伴う執行残などでございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課の福山でございます。よろしくお

願いいたします。 

 定期監査の結果については、公表事項はあ

りません。 

 資料の12ページをお願いします。 

 歳入でございますが、財産収入、繰入金及

び諸収入のいずれも不納欠損額、収入未済額

はありません。 

 主な収入は、繰入金１億538万円余であり

ます。これは五木村振興に係る事業の財源に

充てるため、五木村振興基金から一般会計に

繰り入れたものでございます。 

 なお、繰入金における予算現額との収入済

み額の差2,192万円余につきましては、五木

村振興事業計画の変更等に伴い、繰入金額が

減少したものでございます。 

 次の諸収入、48万円でございますが、五木

村振興交付金に係る事業の過年度分の精算に

伴う返納金でございます。 

 次に、歳出でございますが、13ページをお

願いします。 

 企画総務費は、職員10人の職員給与費で、

不用額は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、主な事

業は備考欄の事業の概要に記載をしておりま

すが、川辺川ダム問題に関する総合調整、五

木村の振興に係る事務費に充てる川辺川ダム

総合対策事業、ふるさと五木村づくり計画に

基づく村の事業や、平成24年度から県の財政

支援を受けて始まった村の基盤整備事業の経

費に充てるための五木村振興交付金交付事業

などでございます。不用額の2,471万円余

は、五木村振興交付金事業における村の事業

計画の変更等に伴う執行残等でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課の中川でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 定期監査の結果につきましては、公表事項

はございません。 

 決算状況を説明いたします。資料の14ペー

ジをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 内容について御説明いたします。 

 まず、使用料は、阿蘇くまもと空港内格納

庫の使用料でございます。 

 次に、国庫支出金でございます、地域の元

気臨時交付金につきましては、国の緊急経済

対策により拡充されました鉄道施設総合安全

対策事業費補助金でございます。肥薩おれん

じ鉄道の老朽化したトンネルの整備を行うも

のでございます。 

 なお、予算現額と収入済み額に1,900万円

余の差が生じておりますのは、本事業を平成

25年度に繰り越して執行しているためでござ

います。 

 次の特定地域振興対策事業費補助につきま

しては、環境省の水俣病総合対策費補助金で

ございます。環境首都水俣・芦北地域創造事

業の一環として、肥薩おれんじ鉄道の観光列

車を整備しております。 

 次に、財産収入でございます。これは阿蘇

くまもと空港周辺県有地の貸付料及び熊本空
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港ビルディング株式会社等からの配当金収入

でございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 諸収入でございます。これは環境首都水

俣・芦北地域創造事業に係る利用促進協議会

等からの負担金、島原・天草・長島架橋に係

る長崎県、鹿児島県からの調査負担金、新幹

線建設促進期成会の解散に伴う残金返納金等

でございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 予算現額11億4,900万円余に対し、支出済

み額が11億2,000万円余、翌年度繰越額が1,8

00万円余となっております。不用額は1,000

万円余でございます。 

 企画総務費につきましては、当課23人の職

員給与費で、不用額は執行残でございます。 

 次に、計画調査費ですが、並行在来線対策

事業や総合交通体系整備推進事業、地方公共

交通対策事業などに係る執行経費でございま

す。 

 不用額1,000万円余につきましては、総合

交通体系整備推進事業や地方公共交通対策事

業に係る関係補助金の所要見込み額の減に伴

う執行残のほか、阿蘇くまもと空港周辺維持

管理事業の入札に伴う執行残など、その他は

経費節減等による執行残などでございます。 

 なお、翌年度繰越額の1,800万円余につき

ましては、別冊の附属資料で説明させていた

だきます。 

 恐れ入りますが、附属資料の１ページをお

開きください。 

 先ほど歳入の決算において説明しました鉄

道施設総合安全対策事業費につきましては、

国の緊急経済対策によるものであり、国から

の交付決定が年度末になりましたことから、

年度内の事業終了を見込むことができなかっ

たため、翌年度に繰り越したものでございま

す。 

 交通政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○家入情報企画課長 情報企画課の家入でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 情報企画課の決算状況について御説明いた

します。 

 決算状況の御説明に先立ちまして、本年度

の定期監査の公表事項について御説明いたし

ます。 

 情報企画課では、平成24年度に、私用中に

過失割合の高い人身事故が１件、通勤中に過

失割合の高い物損事故が１件発生している、

職員の交通安全意識の高揚を図るとともに、

事故原因に応じた具体的な交通事故防止対策

を講じることとの御指摘をいただいておりま

す。 

 措置状況といたしましては、当該職員への

指導のほか、課の例会等で職員全員に対し交

通事故の防止の徹底を図ったところでござい

ます。 

 今後も引き続き、さまざまな機会を捉えま

して、交通事故防止、交通法規の遵守につい

て、職員に注意喚起してまいります。 

 続きまして、決算状況について御説明いた

します。 

 まず、歳入について御説明いたします。資

料の17ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 歳入の主なものについて御説明いたしま

す。 

 まず、電気通信格差是正事業費補助でござ

いますが、平成24年度に水上村にて実施した

携帯電話等エリア整備事業に係る事業費補助

金でございます。 

 次に、配当金収入でございますが、天草ケ

ーブルネットワーク株式会社、株式会社熊本

流通情報センター、株式会社ＪＣＮくまもと

への出資における剰余金の配当でございま

す。 
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 次に、共済組合収入でございますが、これ

は共済組合及び互助会から委託されておりま

す電算処理業務に係る経費の負担金でござい

ます。 

 次に、18ページをごらんください。 

 共同システム運営受託収入でございます

が、県と市町村が共同で運用しております電

子申請システム及び汎用型地理情報システム

に係る経費の市町村負担金でございます。 

 次に、雑入でございますが、これは、企業

局並びに病院局の庁内情報システム利用に係

る負担金及び庁内イントラネット等への企業

広告収入、災害等に伴う通信回線料金返還金

でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の19ページをお願いいたします。 

 まず、人事管理費でございますが、備考欄

にございますホストコンピューターの運営、

管理を行う電子計算管理運営事業、職員グル

ープウエアの構築等を行う庁内情報基盤管理

運営事業及び職員認証基盤システムの管理、

運営等を行う電子県庁構築事業等に係る経費

でございます。不用額の2,763万5,000円につ

きましては、電算処理業務委託や職員グルー

プウエア構築等における入札執行残及び経費

節減によるものでございます。 

 次に、20ページをお願いいたします。 

 企画総務費につきましては、情報企画課職

員23名分の給与で、不用額は執行残でござい

ます。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

にあります熊本県総合行政ネットワーク管理

運営事業等に係る経費でございます。不用額

2,183万2,000円につきましては、県庁及び各

地域振興局をつなぐネットワークの運用、保

守等における入札執行残及び経費節減による

ものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○池田統計調査課長 統計調査課の池田でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 決算状況の説明に先立ちまして、定期監査

の公表事項について御説明いたします。 

 統計調査課では、平成24年度に、私用中に

過失割合の高い人身事故が１件発生してい

る、職員の交通安全意識の高揚を図るととも

に、事故原因に応じた具体的な交通事故防止

対策を講じることとの御指摘をいただいてお

ります。 

 これまでも、職員に対し、月ごとの班長会

議などにおいて、飲酒運転の防止を含め、交

通法規の遵守並びに交通事故防止について指

導を行っており、ことし８月には、交通事故

防止の機運を醸成するために、課内研修を実

施したところでございます。 

 今後も引き続き、毎月の例会などさまざま

な機会を捉え、交通事故防止、交通法規の遵

守について、職員に注意喚起を行ってまいり

ます。 

 続きまして、決算状況について御説明いた

します。 

 まず、歳入、資料の21ページです。 

 前段の国庫支出金は、統計調査に係る国か

らの委託金ですが、いずれも不納欠損額及び

収入未済額はございません。 

 次に、歳出、24ページをお願いいたしま

す。 

 統計調査費ですが、２段目の統計調査総務

費は、職員31名の給与費などでございます。

なお、不用額358万2,000円のうち、人件費の

執行残が228万9,000円、経費節減に伴う執行

残が129万3,000円でございます。 

 委託統計費は、国からの委託統計調査の執

行経費でございます。なお、不用額1,235万

5,000円は、経費節減に伴う執行残でござい

ます。 

 単県統計費は、推計人口調査費等の県単独

の調査及び統計年鑑等の刊行物の作成に要し

た経費です。なお、不用額154万3,000円は、
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経費節減に伴う執行残でございます。 

 以上が統計調査課の決算でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松田三郎委員長 以上で企画振興部の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 昨年の指摘事項の中でもあっ

たみたいですけれども、地域づくりのチャレ

ンジ推進事業ですか、夢チャレンジ事業につ

いて、不用残がかなり出ているということだ

と思います。 

 もちろん、チャレンジなさる市町村の審査

というのは、それなりに事業効果があるか、

計画そのものの、何というかな、実現性の高

さとか、波及効果等々について、きちっと精

査した上で補助の決定というのはなされてい

くと思いますが、それにしては結構大きな額

が不用として出ていると。 

 多分、手挙げは、要するに外れた地域もた

くさんあるわけでしょうから、余っているぐ

らいならうちにもやらせてくれというような

話は多分あるんだろうと思いますけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

 

○吉田地域振興課長 今前川委員御指摘のと

おり、多額の不用が出ております。 

 平成24年度については、御提案いただいた

のは68件ということで、我々として、全体で

57件を採択させていただきました。ですの

で、一応それほど落としているわけではない

ですが、一方で、落ちている方々もおられる

ということで、確かに夢チャレンジであるに

もかかわらず落とすとは何事だというふうな

御意見を持っておられる方もおられます。 

 一方で、行政として、やはり目的にかなっ

た補助金ということで、一定程度のしっかり

した要件を持っていただくことも必要でござ

いますので、平成25年度から、夢チャレにつ

いて広域本部に採択権限をおろしたことに伴

いまして、できる限り我々として、いろんな

要望に沿ってなるだけ通るように、申請段階

からしっかりと事業の内容について、補助金

を申請いただけるのであれば、ぜひこういっ

た形で事業のほうをもっていってくださいと

いうことをやろうということで、今広域本部

に落としたというところで事業をさせていた

だいておりまして、本年度のほうは、今のと

ころ一応69件採択できそうな形になってござ

いまして、去年を12件ほど現時点で上回って

いるという状況でございますので、こういっ

た形で、先生御指摘のとおり、できる限り使

っていただく、単に待ち受けではなく、でき

る限り使っていただくということをしっかり

やっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 この種の予算というのは、市

町村もなかなか遊びがない財政状況ですか

ら、一般の住民の皆さん方がまちづくり、地

域おこし等々の活動をやろうとしたときに、

やっぱり民間だけではちょっと厳しいと、だ

から、何かお手伝いできる部分はありません

かというときには非常に有効な部分だろうと

いうふうに思いますし、みずからおっしゃっ

たとおり、夢の部分を追うわけでしょうか

ら、余り、何というんですか、もちろんむち

ゃくちゃな、個人的なものに使うとか、そう

いったことはもちろんまかりならぬと思いま

すが、いわゆる公益性というものがあれば、

成功するかしないかの話はちょっと置いとい

て、チャレンジですから、これまたチャレン

ジもなさるように、夢とチャレンジですか

ら、まあ名前だけ見りゃ何でもできますみた

いな世界ですから、それなりに使えるようし

てやってほしいと思います。 

 やっぱりことしのこの不用額の6,250万、1
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1件落として6,251万が余ったというのは、若

干名前にふさわしくないというふうに思いま

すし、まあ改善はされているということです

けれども、この辺の予算については、市町村

で本来やるべきところでやれたらいいんでし

ょうけれども、なかなかやっぱり市町村も財

政的には非常に硬直化していますから、厳し

いので、まさに夢の部分でしっかり推進して

もらいたいと思います。 

 それと、もう１ついいですか。 

 県劇のほうなんですけれども、文化企画

課、県立劇場等の使用料で、歳入のほうで入

っていますね、２億2,800万か。これは私ち

ょっとよくわからないですけれども、指定管

理者で管理なさっていらっしゃるんでしょ

う、たしか。 

 

○吉永文化企画課長 はい。 

 

○前川收委員 ですね。となると、何か利用

が少ないとか多いとかというのが、どうそこ

で――指定管理者で管理されているのに、歳

入にはね返ってくるのか、ちょっとその辺の

仕組みがよくわからないので、お願いしま

す。 

 

○吉永文化企画課長 お答え申し上げます。 

 今前川委員御指摘のように、県立劇場につ

きましては、昨年度より第３期の指定管理に

入っております。指定管理は行っております

けれども、この使用料につきましては、特に

利用料金制を現在のところ定めておりませ

ん。ですので、この施設の使用料につきまし

ては、そのまま県の歳入のほうに入るという

形でおります。 

 指定管理者によっては、それを利用料金制

という形で指定管理者が収受するという形を

とっているところもございますけれども、現

在のところは、公益財団法人県立劇場につき

ましては利用料金制をとっておりませんの

で、そのまま県の歳入に入るというところで

ございます。 

 

○前川收委員 となると、指定管理者の裁量

というんですか、指定管理者がもうかろうと

思う必要はないかもしれませんが、より県民

にたくさん来てもらって、たくさん活用して

もらうということが、結果としてこの使用料

のほうにつながってくるということになるん

だと思うので、それまで一括して指定管理者

にやったほうがモチベーションは上がるんじ

ゃないですかね。まあ、公益性との何か仕切

りがどこかにあるのかよくわかりませんが、

そういう判断に至った理由というのは何です

かね。 

 

○吉永文化企画課長 お答え申し上げます。 

 今まさに前川委員のおっしゃったように、

モチベーションを上げるという意味では、そ

れだけ頑張ればその分自分たちの収入につな

がるというやり方にすれば、おっしゃるとお

り、確かに非常に有益なんですけれども、実

はちょっと一つ障害がございまして、場所が

と言うと語弊がございますけれども、熊本市

の事業所税というのがございまして、実際の

収入につきまして、ある一定の額を超えた場

合に事業所税を払わなければいけないという

ことがございまして、それとの絡みで、現在

駐車場の料金が結構収入がございまして、そ

の関係上、今現在利用料金制を採用すると、

県劇にとって逆に不利というような状況がご

ざいます。そういったところで、現在のとこ

ろ、それをどういうふうに分離するのかと

か、ちょっと今検討を内部のほうで行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 熊本市の税金は、公的団体、

県にも税金がかかるわけですか。 
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○吉永文化企画課長 公益財団法人に対して

かかるというものでございます。 

 

○前川收委員 ということは、指定管理者に

移管してしまえば、指定管理者のほうに税金

がかかってしまう、今の状態で県が持っとけ

ば、その税金分は減免されていると、その部

分の額があるから全部はやらないと、なるほ

どですね。 

 しかし、一般的に指定管理者になさってい

らっしゃるのであれば、こういうのが出てく

ることがちょっとおかしいなと思ったもので

すから質問させていただきましたけれども、

できれば、直営でやっても、私はあんまり―

―なぜ指定管理者にしなきゃならないかとい

う前提の中で、より県民に親しまれ、より利

用されるようにということの視点が、多分県

より民間のほうが、県民側から見たときのプ

ラス要因というものが多いんだろうというふ

うに思います。だからこそ、指定管理者が、

経費削減だけじゃなくて、指定管理者だとい

う部分もあると思いますので、この点につい

ては、指定管理者をしていらっしゃる以上

は、ある程度モチベーションが上がるスタイ

ルをもう一回今後も考えていただければと思

います。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○氷室雄一郎委員 先ほどは質問がございま

したけれども、この地域振興課のチャレンジ

推進事業、6,200万円余というのが、何回も

私も指摘をしてまいりましたけれども、広域

本部等も設置をされまして、この辺の目配

り、気配りをちゃんとやっていこうという、

そういう大まかな広域本部の設置の意義だと

思いますけれども、先ほど各市町村にばらつ

きが非常にあるというお話がございましたけ

れども、この68件手を挙げていただいて、57

件、審査の結果これだけになっているとい

う、この辺のばらつきの状況というのは、例

えばある一部の市が幾つか挙げてきていただ

いて、全く挙がっていない市町村もあるわけ

ですけれども、その辺のちょっと実態をわか

れば教えていただきたいと思っています。 

 

○吉田地域振興課長 委員御指摘のばらつき

でございますが、例えばでございますが、現

時点で年８件以上申請をしていただいている

ところが２市ございます。７件というところ

も２市ございます。一方で、これまで活用が

ないというところが８市町村、こういった形

で、非常にお使いいただいているところと一

度もお使いいただいていないというところが

ございます。 

 

○氷室雄一郎委員 全く手を挙げていらっし

ゃらない８市町村があると。これは１市なん

ですか、複数市になるんですか。 

 

○吉田地域振興課長 １市です。 

 

○氷室雄一郎委員 あとは、じゃあ町村が全

く…… 

 

○吉田地域振興課長 １市３町４村ですね。 

  （｢市はどこかい」と呼ぶ者あり) 

○氷室雄一郎委員 名前は結構でございます

けれども、このようにせっかく枠をとって地

域の活性化を図ろうということで取り組んで

いただいているんですけれども、ことしは69

件手が挙がっていることでございますけれど

も、できれば、こういう事業を――やっぱり

各市町村によってはなかなか難しい市町村が

ございます。特に、市は別として、町村はで

すね。そういうところに手を差し伸べるとい

うのが広域本部の一つの役割でもあるわけで

ございますので、この辺はまたしっかり見て

いきたいと思います。 

 ８件も、２市で８件というのは、１市で幾
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つも挙げていただいて、それを採択されてい

るという、あと全くやっていないところと非

常に差が出てくるんじゃないかと思いますの

で、その辺は各小さな町村ではなかなか難し

いし、出しても審査の結果それに該当しない

ということで、なかなかこれを県全体的にバ

ランスよく使っていただいて、全体的な活性

を図るということは広域本部の設置の一つの

目玉でもあるんじゃないかということで指摘

をしてまいりました。 

 今後、しっかりこれは取り組んでいただき

たいと。なかなか手を挙げたくても挙げるこ

とができない、また、手を挙げても審査で振

り落とされる、どこに手を差し伸べればいい

のかということを、しっかり支援をいただき

たいと思っておりますので、その辺を一言だ

け。 

 

○吉田地域振興課長 先ほど前川委員から

も、今氷室委員からもいただきましたとお

り、なかなか町村のほうにおいては、今余裕

がない状況にもございます。 

 そういう中で、やはり我々も、幾ら待ち受

けとはいえ、なかなか忙しい中でやりたいけ

れどもそこまで手が回らないというところ

に、どうやって我々が応援をさせていただく

かというところで、この制度は３年目に入り

ましたので、やはりどういうところがよかっ

たのか、あとはどういうところが使いにくい

のかというところを、いろいろと関係者の方

に御意見を聞きながら、そろそろちょっと考

えていきたいというふうに思っております。 

 そういった御意見を踏まえて、なるだけ使

っていただける、そして、我々がどういうふ

うに、そのお金という面だけではなくても、

例えば情報であるとか、そういうことも含め

てしっかりと寄り添えるような形をつくれる

のかということを、しっかり広域本部を含め

て議論をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○岩中伸司委員 関連して、お尋ねしますけ

れども、市町村でばらつきがあるのは今具体

的に報告いただいたんですが、アドバイザー

を配置されて、2,700万円ということで使わ

れているんですが、このアドバイザーの役割

というのは、そういうときにいろいろ役割を

果たすんじゃないかという思いを持つんです

が、アドバイザーはどういう形で進められて

いますか。 

 

○吉田地域振興課長 先生御指摘のとおり、

アドバイザーは、まさにこういった形で、ど

うしたらいいかというときに派遣をするとい

うことで、自治体さんのほうからぜひアドバ

イザーが欲しいんだというときに――これは

県の予算になっておりますけれども、そうい

うときに派遣をさせていただくという形で、

まさにおっしゃるとおりの制度でございま

す。 

 

○岩中伸司委員 そうしたら、今アドバイザ

ーは何名派遣されているんですか。 

 

○吉田地域振興課長 アドバイザー自体は、

県で何人プールしているというものではなく

て、世間のいろんな専門家の中でこの人を派

遣してほしいというものを県の予算で旅費を

出すという制度でございまして、24年度は５

件申請がございまして、５人の専門家の派遣

について旅費を出させていただいているとい

う形でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、当初の問題の

指摘とは、全然アドバイザーのこの役割とい

うのは違うわけですね。今おっしゃられたよ

うに、自治体から要請があった場合にアドバ

イザーを県として補助をしていくということ

なら、これはますます必要性を感じている、

もちろん問題意識を持っている自治体は予算
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をどんどん確保できるけれども、そうじゃな

いところはできないというふうなことになっ

てしまうんじゃないか。 

 ですから、先ほどの、まだ一つも手を挙げ

ていないというか、８市町村があるというこ

とですけれども、県としては、やっぱり均衡

ある発展というのが大事だろうと思うので、

そういう面は、アドバイザーの活用の仕方と

いうのはもう少し工夫をしなきゃいかぬのじ

ゃないかと思うんですが、その辺はどうです

か。 

 

○吉田地域振興課長 先生御指摘のとおり、

アドバイザーは、２つ役割が、全然違う役割

があると思います。１つ目は、私が申し上げ

たとおり、ある事業をこういうふうに進めて

いきたい、それをどうやって精度を高めてい

くか、どういうふうにすればうまく回ってい

くかというところのアドバイザーというとこ

ろと、もう一つは、先生が後ほどおっしゃっ

たように、アドバイザーとして意識啓発であ

るとか、どういうふうなことをしていけば、

例えば地域振興になっていくかと。例えば、

今は何もないんだけれども、どういったもの

を今後この町で、この村で地域振興の核にし

ていけばいいかというものを、まさに最初の

段階で普及啓発する、そういうアドバイザー

という、２つあると思います。 

 我々とすれば、そこについても今後アドバ

イザーを、先生おっしゃるとおり、後者のほ

うのアドバイザーについてどううまく使って

いただくか、そこも含めて、我々として、今

使っていただいていない自治体に対して訴え

かけをしていくということは考えていかない

といけないと思っております。 

 

○岩中伸司委員 そういう形で進める場合

は、結構費用もかかってくるんですよね。で

すから、本当に地域おこしというか、地域を

何とかしたいというのは、私は、その自治体

の中で、どうみずからの住んでいる地域を活

性化させるかということを、地域の住民なん

かがやっぱりいろんなアイデアを出していく

というのが一番のやり方と思うんですね。そ

うすることで、要らぬ、要らぬ経費と言うと

失礼ですけれども、そういう経費は使わなく

て、もっと効率的に地域おこしが――非常に

若い人も年配の人も、びっくりするような発

想を持っている人がいっぱいいるので、それ

は、私たち自身が議員として、その地域の声

をつかんでくるというのが必要だという部分

もありますけれども、もっと自治体によっ

て、そんなやっぱり地域おこしの地域からの

声を集約するような、そんな取り組みで進め

ていくという一面も、積極的に県の指導とし

てやっていくべきだというふうに要望してお

きます。 

 

○小早川宗弘委員 関連して、ちょっと確認

ですけれども、この地域づくりチャレンジ推

進事業ですか、これは市町村、市町村と言い

なはるですけれども、これは市町村にある各

種まちづくり団体、地域づくり団体から手を

挙げて、こういう事業をしたいんですけれど

もというふうな形で申請すれば、それに対し

ても審査の上補助金が出るということですよ

ね。そういうまちづくり団体が、その市町村

にあったかないかというふうなことなんでし

ょう。市町村がみずからやりたいというふう

なことではなくて、先ほどのやられていない

市町村とやった市町村の数というのは。 

 

○吉田地域振興課長 こちらについては、夢

チャレンジ事業は、市町村の場合もあります

し、地域団体の場合もございます。地域団体

の場合については、一応市町村に対して我々

は間接補助という形なので、市町村に対して

補助をして、市町村のほうからその地域団体

に補助をしていただくと、そういうスキーム

になってございます。 
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○小早川宗弘委員 これについては私も非常

に関心があって、ちょうど私が３年前の総務

常任委員長のときに、そういう地域づくり団

体に対して、いろいろ関連の予算を幅広く使

えるような予算を取ったらどうかというふう

な話もずっとしてきたんですけれども、私も

いろいろな地域づくり団体とつき合いがあり

ますけれども、告知が下手というか、知らっ

さんですね、まず。いろいろ県からも――こ

れはパンフレットのごたっとはあっとです

か。 

 

○吉田地域振興課長 ビラがございます。 

 

○小早川宗弘委員 ビラがありますか。なか

なか知らっさんし、県からもろうた資料を、

こういう補助金制度とか、皆さん方を支援す

る制度があるけんと言ったって、あんまり見

らっさんですよね、難しいことが書いてある

けんですね。その辺をどうやってみんなに告

知していくか。 

 それとあと、使い勝手のいい事業にしてい

くかというのは、非常に今後の課題だなとい

うふうに思いますし、これは継続の仕事はだ

めなんでしょう、基本的には。新しか仕事だ

けしかだめだということで、何かそれだと、

せっかくまちづくりで１回やったばってん、

２年目はもうもらえぬごとなるけん、もうそ

れで終わってしまう、継続性がない、そうす

ると、そういうまちづくり、地域づくりも育

っていかぬというか、そういう問題点もあっ

とじゃなかろうかなというふうに思いますの

で、そういう観点からも制度見直しをぜひ徹

底的にやっていただきたい、見直していただ

きたいと思います。 

 

○吉田地域振興課長 委員御指摘の夢チャレ

ンジ事業の不満というのは、我々のほうにも

届いておりまして、そういうものをちょっと

総合いたしまして、もちろん財政面での視点

もございますので、それとあわせながら、た

だ、よりよく使っていただけるという制度の

ほうを、しっかりその制度見直しを議論して

いきたいというふうに思います。 

 

○前川收委員 交通政策課、熊本空港国際線

振興対策事業3,700万、それから、同じく阿

蘇くまもと空港直轄事業負担金１億5,000万

という予算を使っていただいておりますが、

１つは、まずは国際線のほうなんですけれど

も、今、韓国線を、週３を週５にやろうとい

うことで頑張っていただいております。さら

には、この間、私も行かせていただきました

けれども、台湾の高雄に行って、高雄線をと

いうことで知事も一生懸命、中華航空まで私

も一緒に、県議会のほうも議長初めみんなで

行って頑張ってきておるところで、阿蘇くま

もと空港に国際線のビルがあり、そこにやっ

ぱり定期便がしっかり飛ぶということそのも

のは大切なことだというふうに思っています

けれども、この予算との絡みがまず１つなん

ですけれども、そこでちょっと取り違えちゃ

いかぬというのが、これは僕の持論なんです

けれども、以前、熊本は、大韓航空の定期便

を持っていて、それが非常に厳しい状況にな

ったときに、いろんな予算を使って大韓航空

の路線を活性化しましょうということで、か

なりの予算を使ったことがあったということ

で、私は記憶をいたしております。 

 ただ、結果としては、やっぱりもう路線は

消えてしまいました。その後、大分たった後

にアシアナが韓国線は入ってきてくれたとい

うことですが、似たようなことが今鹿児島

で、あれはどこの路線だったかな、どこかの

路線がとにかく厳しいので……(｢上海」と呼

ぶ者あり)上海線か、厳しいので、県庁の職

員を研修目的で何百人単位で行かせようとい

うことで、それは研修目的なのか、航空会社

に対するサービスなのか、私はよくわかりま
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せん。かなりいろんな社会問題にもなったよ

うでありますけれども、熊本でそんなことを

やっているとは言いませんが、あの手法とい

うのは、大韓航空が熊本から撤退したときの

ことを少しふっと思い出したんですね。 

 やっぱり行政のかかわり方の中で、国際線

定期便をしっかりつくっていくということ

は、住民のサービスとか経済を向上させる、

また、今回、知事は、アジアに窓を開いてい

くというアジア戦略を立てている以上は必要

だと思います。ただ、卵が先か鶏が先かの議

論は、これはずっとつきまとってくる話なん

ですけれども、基本的な需要がないところに

無理やり路線だけつくって、それを維持して

いくというのはかなり難しい。しかも、それ

は県民の税金を使ってやるんですかという世

界になると、要するに利益を受けるのは、そ

の路線があって利用できる人しかいないわけ

で、１便100人か200人ぐらい乗っても、その

くらいの人にしか利益はないということで、

しかも、代替措置が全くないということでは

なくて、路線もないことはないと。台北まで

は九州から３県ぐらい飛んでいるわけです

ね。福岡、宮崎、鹿児島。台北から高雄には

当然行けるわけですから、そういったバラン

スがないと私はだめだと思っていまして、夢

のある話で、高雄に定期便が飛んでいます、

韓国にもどんどん飛行機が行っていますとい

う話と、その背景にある部分で、我々が県民

の税金を使って、公費でしっかり路線を維持

するための税金をどこまで突っ込んでいいの

かという部分は、常にバランス感覚を持って

いかないと危ないというふうに思っていまし

て、わっしょい、わっしょい、それ行けで景

気のいい話はいいんだけれども、しかし、そ

れだけではやっぱりだめだというふうに思っ

ておりまして、今回3,700万という額は大き

いか少ないかはよくわかりません。もちろ

ん、これは路線に直接ではないという話では

あるということはよくわかっていますが、こ

れは多分どこかに入って、またそこから回る

ということになるのかなと思っていますの

で、この3,700万と、国際線振興の基本的な

考え方のスタンス、それを１つ聞きたいと思

います。 

 それからもう１つ、阿蘇くまもと空港ビル

ディングそのものは、えらい調子がよくても

うかっていると、もうかっているという言い

方はおかしいんだけれども、経営はいいとい

う話を聞いていますが、この直轄事業負担金

というのは、ちょっと私意味がわからないん

ですけれども、１億5,000万、この内容につ

いて教えてください。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 まず、国際線のこの県費のお金の流れでご

ざいます。 

 うちの予算のメーンは、県を筆頭として、

県内の約80団体で国際線の振興協議会をつく

らせていただいております。そこの負担金が

メーンでございます。そこの協議会の中の3,

600万が、24年度決算のこの数字をベースに

しますと、約80％程度が県の負担金でござい

まして、残りの１割強が他の団体からの負担

金で賄われているというのが24年度の状況で

ございます。 

 予算の使途、使い道としましては、私ども

のこの予算、メーンはアウトバウンド対策、

これは熊本からの送客するお客様に支援をす

るという形で、現状で一番支出が多いパター

ンは、６名様以上の団体に対しまして、お一

人5,000円をお支払いすると。その支出の金

額がアシアナのほうに入っていくという形で

お金が回るという仕組みでございますので、

直接支援というよりも、県民の皆様と力を合

わせて路線を支えるという仕組みでやらせて

いただいております。これがまず第１点目で

ございます。 

 ２点目のスタンスの点でございます。 
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 これは、従前から前川先生から御指摘いた

だいているのは重々承知しておりまして、私

どもも、路線の維持に――まあ、青天井でど

んどん出せばいいという考えは毛頭ございま

せん。ただ、一方、よく最近データを調べて

います。少し御披露させていただきますと、

直近で持っているデータでいきますと、熊本

県の県民の方で外国に行かれている方が12万

7,000人ほどいらっしゃいます。これが23年

の数字だったですね。一番近い数字でござい

ますけれども、その中で、福岡空港の利用が

約74％ほどでございます。ほとんど福岡空港

の利用でございます。残りの26ぐらいのうち

の15％ほどが、たしか成田でございます。う

ちの阿蘇くまもと空港の利用は６％ほどで、

残りの５％で中部、関空などとなっておりま

す。 

 このように、県民の方の外国への利用空港

のほとんどが、我が地元の阿蘇くまもと空港

に国際線がないことによりまして、何時間も

前に出発前に到着するというこの時間のロス

も入れれば、片道３時間以上もロスして、費

用をかけて行っている現状が一つございま

す。 

 また、もう１つ、私ども、この国際線につ

きましては、今御説明しましたのは県民の利

用でございますが、もう一方、アジアとつな

がる、アジアの活力を取り込むということ

で、インバウンドにもかなり注目をしてござ

いまして、インバウンドも含めた経済波及効

果、これは産業連関表で試算した数字により

ますと、年間約16億ほどの効果もありますの

で、この決算の3,600万が多いか少ないとい

うのはそれぞれの見方はあるんでしょうけれ

ども、私どもとしましては、認められた予算

の中でしっかりとアジアとつながる取り組み

をやらせていただければと考えております。 

 最後、もう１つ、直轄事業でございます。 

 これは、阿蘇くまもと空港自体が国管理の

空港でございますので、滑走路の修理等は国

のほうが国費で事業をやるという仕組みでご

ざいます。その中の約25％ちょっとが、これ

は法律に基づきまして自治体の負担というこ

とでございまして、私どものこの予算計上し

ております金額は、国の整備費用、これは滑

走路の修理と、あと飛行機が出発するときの

照明灯の更新が24年度行われておりますが、

その事業のうちの25％強に対する県の負担分

という金額でございます。 

 以上でございます。 

 

○小林理事 済みません、補足を。前川委員

のほうから、国際線に関する御指摘がありま

した。 

 私ども、ここ数年間、国際線の拡大に向け

て最大限の努力をしております。その背景に

ついて少し御説明させていただきますが、大

韓航空のときのお話をされました。熊本県の

方々、大韓航空のときの苦い経験を非常に深

く記憶としておられるということでございま

すが、明らかにその当時と比べて国際旅客の

動向というのは異なっております。今大交流

時代、そして、航空につきましても、オープ

ンスカイということで、今までは国と国との

協定を結んで限られた便しか来れなかったも

のが、どの空港にも、どれだけの便でも来れ

るという状況になっておりまして、大変な空

港間競争の時代に入ってきております。 

 また、政府の方針としまして、今後、外国

人旅客数3,000万人を目指すということにな

っておりますが、この外国人旅客をどこが獲

得するのか、これも大きな競争となってきて

おります。 

 その中で、九州各空港もしのぎを削ってお

るわけでございますが、先日、チャイナエア

ラインの本社に行ったとき、前川委員も御出

席いただきましたが、チャイナエアラインの

幹部から出た言葉、社長から出た言葉として

は、九州では、台北路線は福岡と鹿児島と宮

崎に飛んでいると、熊本に飛ぶ芽はないとい
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うふうに明確に言われました。 

 このように、既に拠点を張られてしまった

ところにつきましては、新しいチャンスとい

うのはどんどんなくなってまいります。その

ために、今見落としてはならない将来の需要

を見越して、しっかり熊本の拠点性を確保す

るために、今打てる手はしっかり打たなけれ

ばならない、こういうふうに考えておりまし

て、そのための活動でございます。 

 一方、外国に参りますと、私ども、アジア

の各地を回りまして、熊本の売り込み、そし

て航空路線の誘致を行っておりますが、はっ

きり申し上げまして、熊本については知名度

はゼロに近いと考えております。これはなぜ

かと申しますと、国際の航空路線網の中で、

複数の航空路線が就航しているところの知名

度は圧倒的に高いということにあります。で

すから、例えばある九州にまだ就航していな

い航空会社に、ぜひ熊本空港の就航をお願い

したいと言うと、いや、九州における空港と

いうのは福岡と鹿児島しか考えられないとい

うふうに言われてしまいます。 

 このように、熊本の知名度というのは非常

に厳しい状況にございまして、ぜひ、先ほど

中川課長からありましたが、ポテンシャルと

いうものはこれから発生してまいります。熊

本県人のポテンシャルもあります。その中

で、少なくとも２路線か３路線は確保しても

よい空港ではないかなというふうに信じてお

りますので、今後ともしっかり御説明しなが

ら活動してまいりたいと思っております。 

 

○前川收委員 私は、この予算が高いか安い

かとか、国際線が不要だとか、そういったこ

とを聞いているつもりはなくて、常にバラン

ス感覚を持っとくべきだ、とりわけ、我々県

議会議員ですから、予算と費用対効果という

前提は常に持っとかなきゃいかぬということ

だと思っています。 

 この空港の国際線というのは本当に難しい

と思っていまして、需要があれば黙っていて

も向こうから多分来るんだと思います。福岡

空港は、恐らく頼まなくても福岡にはいろん

な飛行機が入ってくるでしょう。ただ、航空

会社は、ドル箱路線といったって、やっぱり

ＪＡＬも含めてかなり集約化して、収益性の

上がるところの路線だけを集中していくと、

分散せずに集めて乗せていくという話が、特

に海外、国際線の場合は私は多いんだろうと

思っておりまして、それが昔――今もあるの

かな、ハブ空港という話がありまして、一体

日本に幾つハブ空港があるのか私はわかりま

せんけれども、全ての空港が我が家もハブ空

港になりたいと思っていても、それはなれる

はずがないし、それはハブ空港じゃないんで

すね。ハブ空港というのは、やっぱり、例え

ばわかりやすいのは隣の韓国の仁川みたいな

ところで、国内から一旦仁川に集まって、そ

して、そこにはどこにでも飛んでいけるとい

うような充実した路線があるというのが一般

的なハブ空港の定義だろうと思いますが、今

何をやろうとしているのかというのは、ハブ

空港になるはずはないわけで、まあなれたら

なったほうがいいけれども、それは需要の問

題だと思いますけれども、それはちょっと厳

しいでしょう、一般論で言えば。となると、

じゃあ単発の地方路線か何かとれるところだ

けとれという話なのか、私から言えば、成田

便をふやしてもらうとどこでも行ける便がふ

えるのに、成田便はないですね。今、熊本―

成田間というのはない。 

 さっきの卵か鶏かの話に結果としてなるん

ですけれども、需要があるから路線は維持で

きる、ない需要を、６人以上で行ってもらえ

れば、お一人5,000円の３万円補助しますと

いうことで維持していく、多分福岡の路線で

そういう維持をしているところはないんだろ

うと思います。それは調べていませんから、

根拠はわかりません。それが本当に姿として

いいことなのかなというのは、いつも私は頭
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の中にあります。 

 この3,700万が多い少ないという話はまだ

ちょっと、この程度であれば、国際空港を持

っている県としては、常に国際路線を探し求

めて、維持していこうという動きになる予算

だろうと思いますし、県民に夢が見られるよ

うに頑張ろうという部分の予算であれば、こ

の額がどうこうというのは余り今言うつもり

はありませんが、トータルで見たときに、さ

っき言ったとおり、鹿児島みたいに――ちょ

っと異常ですよ。やっぱり何百人単位で県庁

職員を送るという、そんなことに熊本県はな

ってはならないと思っていまして、常にやっ

ぱり需要があれば来ると。 

 中華航空だって、おっしゃっていました

ね。問題は、向こうから見たインバウンドが

あればいいんだと。今、定期的な臨時便とい

うのかな、何か臨時便を飛ばしていただいて

いますけれども、それはほとんどアウトバウ

ンド、向こうから見たときのアウトバウンド

でありますから、要するに向こうから来ても

らい、こっちからも行きますという、そうい

った需要がきちんとバランスがとれれば、必

然的に航空路線というのは黙っていても生ま

れてくると思っていまして、そこにはさっき

のハブ空港構想的な国の施策的なものがあっ

て――昔、九州にも１つハブ空港をという話

があって、できなくてよかったと私は思って

いますけれども、それは全部やり出したら、

本当に多分乗る側も混乱するし、不便利だと

思っていまして――福岡空港を廃止して１つ

つくるというなら別ですよ。今の福岡空港は

やめてどこかにつくるという話は別として

も、その辺のところは国の流れと呼応しなが

らも、それから、国際的なニーズの部分があ

ればそれはいいんでしょうけれども、余りし

ゃかりきにやって、路線がとれました、週１

便ですと、今度の便は、今乗客率が50％です

から、あと30％上げるためにどうしましょう

か、補助金つくりましょうかということばか

り繰り返していくということにはならないよ

うにしていただきたいというのが、これは私

の意見でございます。 

 

○小林理事 前川委員おっしゃったのはもっ

ともでございまして、需要がない、いつまで

もその需要をつくるために坂道を登り続ける

という状況ではなかなか長続きしないものだ

と思っております。今までのその韓国路線、

１路線の状況というのはそういうことだろう

と思っています。 

 おっしゃられましたとおり、一度チャンス

がだんだん膨らんできますと、知名度が上が

ってきますと、チャンスが次々にやってくる

という、これは空港に関して特有のちょっと

現象なのでございますが、先ほど鹿児島空港

の話がございました。確かに、上海便の維持

の方策につきましてはいろいろ議論がござい

ましたけれども、現在、鹿児島では、台湾路

線、そして、ソウル線が、ここ数カ月間、デ

イリーで飛び始めました。上海路線がござい

ます。そして、チャーター便でも、香港との

チャーター便が物すごい数ふえてきておりま

して、九州における一つのミニハブ的な雰囲

気を鹿児島空港はとりつつあります。 

 そういった意味で、北の福岡、南の鹿児島

というのが九州のゲートウエーになりつつあ

るという状況がございまして、その中で熊本

がどのように国際的な窓口を担っていくか、

そして、新しいチャンスを呼び込むかという

ことで、私どもは、少し航空旅客をふやし

て、またチャーター便をふやして、路線が一

つでも来ると、新しいチャンスが来て人の流

れが発生してくるだろうというふうに感じて

おりますので、もう少しお時間をいただいて

努力をさせていただきたいなというふうに感

じております。 

 

○前川收委員 頑張ってください。 
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○中川交通政策課長 済みません、先ほど直

轄事業負担金の負担率、ちょっと曖昧な答え

をさせてもらったんですけれども、25.3％と

いうことでございますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○前川收委員 そぎゃん細か数字は、大体こ

れは何ですかという話だから、何点何までは

いいとたい。 

 

○岩中伸司委員 今のは、80％県負担という

のが25.3％…… 

 

○中川交通政策課長 直轄事業負担金の県負

担の率でございます。 

 

○松田三郎委員長 直轄事業負担金というと

ころの割合が25.3。 

 

○岩中伸司委員 今のとは直接じゃないんで

すが、並行在来線対策事業で2,900万があり

ますが、並行在来線の対策は、具体的にどう

いう形がなされていますか。 

 

○中川交通政策課長 並行在来線対策事業に

つきましては、これは肥薩おれんじ鉄道でご

ざいます。肥薩おれんじ鉄道の運行支援対策

ということで、鹿児島、熊本両県で施設整備

等のコストが高くなって、運賃で賄えない分

につきまして支援をしているものが2,000万

ほどございまして、残り800万ほどにつきま

しては、これは沿線の市町村と一緒になりま

して沿線活性化の協議会をつくっておりまし

て、それの負担金でございます。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 わかりましたが、それと、

14ページのこれは国庫支出金ですけれども、

この関連がどういうやつで使われているのか

なと思うんですが、4,000万ですが、水俣病

総合対策費補助金で肥薩おれんじ鉄道「環境

首都」推進事業というのは、さっきちょっと

話しなはったんですが、目的にかなった補助

金かどうか。これは国庫支出金ですので、県

が直接ではないと思いますが、どういう事業

の内容。 

 

○中川交通政策課長 この特定地域振興対策

事業費補助の水俣病総合対策費補助金といい

ますのは、これは水俣・芦北振興計画の中に

位置づけられております事業の環境省からの

国庫補助で、環境首都水俣事業というのがご

ざいまして、その事業のメニューの中に、地

域間交流を図ろうという名目で、肥薩おれん

じ鉄道の食堂車をつくる際の予算でございま

す。総事業費5,000万のうち、国費が4,000

万、残り1,000万が地元という仕組みでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 その事業は理解できるんで

すが、この水俣病総合対策とは――水俣病と

の関係はどう理解するといいですか。 

 

○中川交通政策課長 水俣・芦北地域振興計

画という、その水俣・芦北エリアの少しなか

なか元気が出づらいエリアを活性化しようと

いうことで、いろんなメニューが入っており

ます。そのメニューの中で、私どもこの企画

振興部の中で、先ほどの肥薩おれんじ鉄道の

食堂車を使って、地域と域外との交流の活性

化という名目で予算をつけていただいており

ます。 

 

○岩中伸司委員 水俣・芦北地域の地域振興

という意味では計画を立てられて進められて

いるんですが、この水俣病との関連がどうも

私には理解がいかないんですけれどもね。 

 

○吉田地域振興課長 地域振興課でございま
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す。 

 経緯でございますが、皆様御案内のとお

り、水俣病ということで過去より歴史があっ

た中で、水俣の地域が水俣病ということでお

くれた地域であると、発展が水俣病というこ

とでおくれたのではないかという議論が35年

ほど前ございました。その中で、昭和53年に

国のほうで閣議了解がありまして、水俣・芦

北地域の地域振興については、熊本県からの

提案を待って国において適切に対処するとい

う形になっておりまして、当時の国土庁が窓

口になって、関係省庁がかかわって、水俣病

ということをきっかけとした水俣・芦北地域

の地域振興対策について、しっかりと県は国

に提案をする、国はそれを受けてしっかりと

対応するというような形ができております。 

 そういう中で、今中川課長から説明いたし

ました水俣・芦北地域振興計画というものが

ございまして、今は第５次水俣・芦北地域振

興計画というものが平成27年度末までという

ことになっております。その流れで本事業が

あるという形になってございます。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 水俣病の発生からのこの間

の経過について、国が本当責任を感じながら

振興策をやってきているというのはわからぬ

でもないんですけれども、何でも水俣病総合

対策の中でのこういう言い方だものですか

ら、ちょっと合点がいかぬなという私の思い

があります。それはもうそれでいいです。 

 もう１つ、申しわけないですね、地域振興

課ばかりじゃないんですが、さっきの地域づ

くりチャレンジ推進事業の関係で、またもと

に戻って申しわけないんですが、24年度は、

68件中57件を自治体で活用しながら進めたと

いうことですけれども、この57件のそれぞれ

の事業の内容は、自治体を重複している取り

組みというのは幾つあるんですか。隣の自治

体も含んでこのチャレンジ推進事業をやろう

ということになったところは。 

 

○松田三郎委員長 複数採択されたところじ

ゃなくて、複数の自治体で取り組む…… 

 

○岩中伸司委員 同じような事情で…… 

 

○吉田地域振興課長 複数の自治体が共同で

やるということですよね。 

 

○岩中伸司委員 はい。 

 

○吉田地域振興課長 それはスクラムチャレ

ンジ事業と呼んでおりまして、それは５件ご

ざいます。 

 

○岩中伸司委員 57件のうち５件というの

は、非常にある意味では少ないなというふう

に思うんですけれども、先ほど部長が冒頭こ

の説明の中で、広域本部が今度できたので、

広域本部ごとに1,000万として4,000万、これ

を使って、いわゆる事前に、計画の段階から

きちんとアドバイスするということなんです

が、どうも私は、基本的に広域本部よか地域

振興局がよりつかんでいるんじゃないかとい

うふうに思うし、そこを大事にしたほうが―

―どうも広域本部というやつをスタートさせ

たものだからこういう形になっとっとやなか

ろうかと思うんですが、そのちょっと中身に

ついて。 

 

○吉田地域振興課長 スクラムチャレンジ事

業につきましては、昨年からスタートという

ことで５件でございます。 

 広域本部と振興局という御質問でしたけれ

ども、もちろん振興局については、これまで

どおり基礎自治体の意見を集約しながらしっ

かりと動いていただきたいというふうに思い

ますし、一方、広域本部のほうでは、去年か

らできたそのスクラムチャレンジ、要は境界
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を越えていくような、自治体の境界を越えて

しっかり地域としての判断をしていくという

ことで、それぞれがそれぞれの役割をしっか

り果たしていくということが必要かなという

ふうに思っております。 

 

○岩中伸司委員 今答弁されたように、去年

から５件ですか。 

 

○吉田地域振興課長 去年からスタートで、

５件です。 

 

○岩中伸司委員 去年からスタートで５件と

いうことですけれども、だとすれば、地域振

興局時代にそういう取り組みはできたという

ことでしょう。 

 

○吉田地域振興課長 地域振興局時代にはや

っておりますけれども、今回、このために広

域本部にしたわけではもちろんないですの

で、今回、よりそういった取り組みをもっと

進めていくということもありますし、もう一

個は、しっかりと隣の振興局と話をしていっ

て、情報もしっかり共有していくということ

も大事だと思っております。そういった意味

で広域本部の役割というのはあるのかなと思

いますので、何というか、スクラムチャレン

ジのためにやったわけではありません。 

 

○岩中伸司委員 課長も何か説明しにくいな

という感じを私は感じたんですが、もちろん

このための事業じゃなくて、まあ広域本部設

置のときにはいろいろ説明もいただきまし

た。よりこれから地域――特にいろんな事業

が基礎自治体をまたがって広範囲で、特に観

光あたりはそこを重視しなきゃいかぬという

ところから、こんな組織形態が大きく改編さ

れていくということになったと思うんです

が、どうもそこら辺ではなくて、やっぱり私

は、あくまでも今の地域振興局で、自治体と

身近なところで進められるやつが、わざわざ

こんな広域本部の４カ所というのは、さかの

ぼってもいけないんですが、もうスタートし

ていますけれども、今もちょっと疑問を感じ

ているので、この具体的なチャレンジの事業

でどうなのかといけば、まだ成果は――もち

ろん、まだできてすぐですから、成果はない

というふうに思いますけれども、その方向に

進んでいるということですが、部長。 

 

○錦織企画振興部長 先ほどから夢チャレ事

業については、各委員の大変高い御関心を伺

って、私も大変ありがたく、逆の意味で心強

く思った次第でございます。 

 私、着任いたしまして１年がたちました

が、どこの地域に行きましても、夢――私ど

も、いつもこれは夢チャレ事業と申しており

ますけれども、非常に高い関心を各地域から

も持っていただいていると。しかも、その使

い方が、１つの自治体ではなくて、複数連携

してやる事業についても、かなり条件の緩い

形で活用いただけるということで、これはい

いなと思っております。 

 ただ、一方で、岩中委員も御指摘のとお

り、やはりなるべく現場に近いところに意思

決定判断を委ねることによって、より地域の

実情がわかっている人が的確に判断できる。

我々は、委員のおっしゃるとおり、考え方を

共有しながら、今まで本庁のほうで持ってい

た判断権限を、ある程度今までよりも現場に

近い広域本部に移すことによって、より適切

な判断ができるんじゃないかと思って今回の

措置をとったわけでございまして、思いは多

分同じだと思っております。 

 今後、夢チャレの事業につきましては、氷

室委員からも従前から御指摘いただいており

ますが、もっと使いやすい、もっと地元の意

に沿うような形にできないかということで、

これからもあるべき姿を検討してまいりたい

と思っておりますので、その流れの中で、今
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回岩中委員からも御指摘のございました、よ

り現場に近いところで考えるべきじゃないか

という点についても、あわせて同じ問題意識

を持ちながら、制度のより正しい姿を探して

いきたいと考えております。 

 

○森浩二副委員長 ファンド21とどう違うと

ですかね。あっちではねられて、こっちで採

用されるという、そういうことはないんです

か。大体事業は同じような事業があるんじゃ

ないんですか。 

 

○吉田地域振興課長 済みません、ちょっと

詳細は確認しますけれども、21ファンドとは

ちょっと要件とか、その辺が違ってきている

はずなのでですね。 

 

○森浩二副委員長 地域の何か活性化のイベ

ントに使うようなお金でしょう。 

 

○吉田地域振興課長 それもそうなんです

が、ちょっと要件なり何なりが違ってきてい

ますので、ちょっと確認をして後ほど御説明

をさせていただければと思います。 

 

○松田三郎委員長 済みません、私から１点

質問いたします。 

 ダム対の福山課長の顔を見ると、どうもダ

ム、治水の話を聞きたくなりますが、きょう

は五木の振興について、資料は12、13、あ

と、我々がいただいております施策の成果、

これでいくと16ページぐらいでしょうか。 

 御存じのように、例の議員提案でつくりま

した振興条例が、ちょうど５年目をめどに見

直し云々というような文言も附則か何かに入

っていたかと思いますが、ちょうどその５年

目がこの25年度。 

 それで、２点質問がありますが、１点目

は、その基金の残りが幾らぐらいあるのか。

今の近い時点での額で結構でございます。 

 もう一点は、今大分改善されたとは思いま

すが、ちょっと前まではなかなか使い勝手が

よくないというのは、もちろんそれぞれの立

場がありまして、県の立場があってあるいは

村の思惑もあってなかなか一致しないのかも

しれませんが、村からすると、極力色のつい

た一般財源的なお金が欲しいというような御

要望は続くのだろうと思っております。 

 たしか、有利な補助事業があるならば、ま

ずそっちを優先して、そして、どうしても当

てはまらないようなのをその基金から、交付

金等々でということで、さっきの夢チャレの

話じゃありませんけれども、五木村の役場ぐ

らいの規模でありますと、非常に職員数も少

ないと、１人４役、５役、６役ぐらい負担を

なさっておられて、なかなか協議をするにも

職員が少ないとか、あるいは、余りないかも

しれませんが、こっちから言うといろいろ自

分たちの仕事がふえるけんというような職員

もゼロじゃないとは限らないと。 

 そこで、今の状況といいますか、大分改善

していただいたと思いますが、まだまだ村の

ほうから、もうちょっとこういうふうにして

ほしいとか、県対村の協議の中でというのが

幾つかあれば、なかったらいいですけれど

も、どういう状況なのか、２点ちょっと教え

てください。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 まず、基金

の残額ですけれども、これは、ふるさと五木

村づくり計画、21年度から30年度まで10年間

の事業として、21年度から５年間、２億ずつ

基金を積むということで、その現状を申しま

すと、今年度が５年目に当たりますが、今年

度末で残りが５億500万という見込みであり

ます。その意味では、大体平均年１億使って

きたということで、金額的にはいいペースで

来ていると思っています。 

 使い勝手ですが、基本的にいろんな国、県

の補助事業、こういうものをできる限り活用
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するという中で、そういった事業にかさ上げ

をしたり、あるいはその事業の原資として一

般財源として使う、あるいは村単独でどうし

てもこれは必要だということで使われている

ことがあります。基本的には、村の一般財源

として使っていただいていますので、交付金

として交付してですね。非常に使い勝手はい

いはずだと思っています。 

 いろいろ村と協議をする中では、我々とし

ては、積極的に使っていただくということ

で、それを余りとめるような、まあアドバイ

スというか、失礼ながらこちらからも言うこ

とがありますけれども、基本的には村の判断

にお任せするということで、今は非常に使い

勝手がいい状況にあると思っております。 

 

○松田三郎委員長 ありがとうございます。 

 もう１点、ちょっと要望的な質問かもしれ

ませんが、３者協議というのは、直近が先月

でしたか、９月か８月に１回、そのときはち

ょっと記憶が薄れておりますけれども、よく

五木に行きますと、例えばハード面の整備

で、国にお願いすると、ダムの関係が今こう

いう状況ですから、それはもう県がすべきで

すよということで県に行くと、いやいや、こ

れはまだ関連事業でやってもらわんととても

県じゃできませんので国に言うてくださいと

いうのが幾つかあって、まあ大分それも幅は

狭まったんでしょうけれども、つけかえ道路

の、あれは場所はどこだったか、よく写真が

出てくるのが、橋脚だけできて、そのつけか

えの反対側――右岸側になっとかな、が全く

同じ状況で、どこにやってもらえるのかとい

うのが確定してないというような話も、例え

ば１つですけれども、直近の３者協議で全

部、ここに書いてあるように、ここはどこが

やる、これはどこがやるというのが、かっち

り全部決まったわけじゃないんですかね。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 ２年前の３

者合意の際の決定事項というところでは、明

確に、いわゆるダム関連事業の残事業につい

て、国は４事業やる、県は国道445号の九折

瀬地区を実施するということで、明確に示し

ています。 

 その際、県は、50億の財政支援を、文書で

はありませんが、口頭で表明をしたと。それ

は、ある意味、残事業について、村の判断に

よって、必ずしも残った事業だけじゃなく

て、使い勝手のいい、本当に生活再建に必要

な事業を村で判断して実施していただくとい

うことで、これについては、村の事業につい

て国は社会資本整備総合交付金ですか、社交

金を積極的につけるという約束もしておりま

す。 

 委員長が言われた、ダムサイト線だと思い

ますけれども、これについては、今の時点で

はどこがやるという、いわゆる残事業として

どこがやるという明確なものはありません。

村が、その50億を原資に、社交金を使って整

備するという手もあるかもしれませんが、実

際にそのダムサイト線がどれだけ必要なのか

ということもありますでしょうし、ただ、９

月９日の五木村の今後の生活再建を協議する

場においては、国は、非常に慎重に御意見を

お受けして、まあ戻りますということで、そ

の場で何らかの結論は出ていないものと考え

ております。 

 

○松田三郎委員長 慎重にというのは、多分

やらないだろうということですかね。 

 

○福山川辺川ダム総合対策課長 これは厳し

いと思います。 

 

○松田三郎委員長 おっしゃるように、通常

のといいますか、交付金事業で社会資本整備

交付金を使ってあるいはその50億の一部を使

って村が主体的にやるというのが、例えば一

つの大きな、有力な手法ということですか。 
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○福山川辺川ダム総合対策課長 一つのやり

方とは思いますが、物すごい金額があれはか

かってくるので、なかなかその判断は難しい

と思いますし、将来的にいろんな要望を村は

今後もされていくんだと思いますので、その

ことについて国はその場で否定はしなかった

ということだと思います。 

 

○松田三郎委員長 ちょっと最終的に、もう

課長も十分おわかりの中での要望ですが、非

常に問題が複雑で、五木村からすると、自分

たちが望んだ状況ではなくて今の状況に至っ

ている、ここで、当時――もう50年近く前で

しょうか、国、県で、まあよく言われる、嫌

がる五木村を下流域と一緒に説き伏せてダム

事業を計画して進めてきたと。今まだ宙ぶら

りんの状態ですけれども、せめてこれをどう

いうふうに終わらせるのか、あるいは終わら

せたときのこの清算の仕方等々というのを非

常に心配をなさっておられますので、確か

に、国だ、県だだけでやられているのを、非

常にやっぱり不満を持って今見られていると

思いますので、引き続きといいますか、確か

に金額が金額ではございますが、これが県と

しても、知事の表明によって――４年前か、

５年前か、こういう状況になっていると。国

としても、今の状況でございますので、非常

にダム計画の今後、今の状態から今後あるい

はダムよらの会をどうするのかと、非常に複

雑に絡んでくる問題だと思いますので、でき

るだけ生の意見はずっと聞き続けながら、最

終的にどうできるかというのは、引き続き検

討していただきたいと思います。 

 以上です。済みません、しゃべり過ぎまし

た。 

 ほか、発言のない方、何かございません

か。よかですか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○松田三郎委員長 なければ、これで企画振

興部の審査を終了します。 

 これより、午後１時まで休憩をいたしま

す。 

  午前11時34分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 

○松田三郎委員長 改めまして、こんにち

は。 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 入れかわっておりますので、改めて申し上

げますが、山口委員、増永委員は御欠席でご

ざいます。 

 それでは、これより健康福祉部の審査を行

います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、最初に一度立っていただきまし

て、説明者がどなたかをちょっと確認する必

要もありますので、その後は、説明は着座の

ままで結構でございます。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から順次説明をお願いいた

します。 

 

○松葉健康福祉部長 健康福祉部長の松葉で

ございます。松田委員長初め委員の皆様には

大変お世話になります。それでは、着座にて

平成24年度決算概要について御説明をさせて

いただきます。 

 まず、決算の御説明に先立ちまして、前年

度の決算特別委員会において御指摘のありま

した施策推進上改善または検討を要する事項

などのうち、健康福祉部関係につきまして、

その後の措置状況を御報告いたします。 

 １点目は、「収入未済の解消については、

未収金対策連絡会議における徴収ノウハウの

共有化や各課独自の工夫等により着実な改善

が図られつつあるが、歳入の確保及び公平性

の観点から、さらに徹底した徴収に努めるこ

と。」でございました。 

 収入未済の解消につきましては、従来か
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ら、各課担当者による収入未済金対策プロジ

ェクト会議を設置し、情報交換などを行うこ

とで各課の取り組みの充実を図ってきました

が、さらに、平成22年度からは、関係課長と

担当班長で構成する健康福祉部収入未済金対

策会議を立ち上げ、年度ごとに部内の統一的

な取り組み方針を設定し、共通認識を持って

収入未済金発生の未然防止と徴収対策強化に

取り組んできたところでございます。 

 今年度は、特に、強制徴収公債権、非強制

徴収公債権、私債権といった各債権の分類に

応じ、より実効性のある対策の実施などに取

り組むことといたしました。 

 具体的には、債権ごとに滞納の要因を分析

し、滞納者を幾つかの分類に分け、できるだ

けきめ細かに催告、滞納処分等の対応を行っ

てまいります。また、徴収実績が高い福祉事

務所のノウハウを研修会などを通じて他の福

祉事務所でも共有化するなど、本庁、地域振

興局及び関係出先機関が、組織的、一体的に

回収に取り組んでいくこととしております。 

 ２点目は、「用地取得や関係機関との協議

に不測の日数を要した等の理由により多数の

事業繰り越しが発生しており、より効率的、

計画的な事業執行を行い、可能な限り事業繰

り越しが生じないよう努めること。」でござ

いました。 

 事業繰り越しにつきましては、平成23年度

及び今回御説明いたします平成24年度につき

ましても、補正予算で措置した経済対策関連

基金を財源とした事業を中心に、年度内での

適正工期の確保が困難となったものが大半で

ございます。年度内での事業完了ができるよ

う早期に事業決定を行うなど、必要な工期を

確保しつつ、効率的、計画的な執行を図るよ

う努めているところでございます。 

 ３点目は、「子宮頸がん等ワクチン接種緊

急促進事業及び不妊対策事業について、それ

ぞれ相当額の不用残が生じているが、当該事

業に対する県民の潜在ニーズは高いと思われ

ることから、相談窓口の周知等に努め、より

一層事業の有効活用を図ること。」でござい

ました。 

 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に

つきましては、実施主体であります市町村と

ともに事業の周知に取り組みましたが、接種

後に死亡事例が発生したことによる不安感

や、任意接種であるため対象者への個別の働

きかけができないことなどにより、執行残が

発生し、最終的に国からの交付額のうち約３

割弱の残額が生じております。 

 なお、当該事業は平成24年度で終了し、今

年度からは、予防接種法に基づく定期接種と

して市町村が実施しておるところでございま

す。 

 また、不妊治療助成事業につきましては、

平成23年度は、治療開始初年度の方の回数の

上限を２回から３回へふやす制度改正がなさ

れたことから、申請件数の増加を見込んでい

ましたが、実際は見込みを下回り、不用残が

生じたものです。平成24年度は、申請件数の

見込みを精査するとともに、事業の周知など

に努めた結果、執行率約98％と改善しており

ます。今後も事業の有効活用に努めてまいり

ます。 

 ４点目は、「生活保護費返還徴収金の未収

額は年々増加傾向にあるが、返還徴収金の発

生を抑制するため、生活保護受給者に対する

的確な指導、生活実態の把握により保護の適

正実施に努めるとともに、悪質な不正受給者

については厳正に対処すること。」でござい

ました。 

 生活保護の適正実施につきましては、訪問

調査活動や生活実態の把握など、生活保護の

いわば本来業務を日ごろからしっかりと行う

ことが保護の適正実施につながると考えてお

ります。このため、福祉事務所を対象に、生

活保護業務についての体系的な研修などを行

っているほか、指導監査などを通じて個別具

体的な指導を行っております。 
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 また、現在国において検討中の改正生活保

護法案では、福祉事務所の調査権限の拡大や

罰則の引き上げなど不正受給対策の強化など

が盛り込まれており、法改正に適切に対処し

ながら、悪質な不正受給者に対して今後とも

厳正に対処してまいりたいと考えておりま

す。 

 ５点目は、「特定疾患治療費補助について

は、国の予算額不足により県費持ち出しが常

態化しており、県負担額の一層の増加が懸念

されることから、国に対して必要な予算額の

確保をこれまで以上に強力に要請するこ

と。」でございました。 

 超過負担の軽減につきましては、全国知事

会及び全国衛生部長会において毎年度要望項

目に掲げ、国に対し要望を行っております。 

 国の平成25年度予算においては、対前年度

比約25％増の予算が確保されましたが、いま

だ超過負担を解消するまでには至っておりま

せん。 

 なお、国においては、先般閣議決定された

いわゆる社会保障制度改革プログラム法案骨

子の中で、難病対策に係る都道府県の超過負

担の解消を図るための必要な措置について、

平成26年度を目途に講じることとされたとこ

ろでございます。 

 今後も、国の動向を見ながら、各都道府県

と連携して国に対して要望を続けていくこと

としております。 

 続きまして、健康福祉部の平成24年度決算

概要について御説明申し上げます。 

 まず、歳入についてでございますが、一般

会計母子寡婦福祉資金特別会計を合わせまし

て、収入済み額は400億6,800万円余で、調定

額に対する収入率は99.6％となっておりま

す。 

 不納欠損額は534万円余で、内容は、児童

保護費負担金などでございます。 

 また、収入未済額は１億4,900万円余で、

主なものとしましては、児童保護費負担金4,

627万円余、母子寡婦福祉資金貸付金の償還

金4,179万円余、生活保護費返還徴収金3,241

万円余でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算額1,456

億5,000万円余に対しまして、支出済み額は

1,389億7,800万円余となっております。 

 翌年度への繰越額は43億5,400万円余で、

介護基盤緊急整備事業などに関するものでご

ざいます。 

 また、不用額は23億1,700万円余で、主な

内容につきましては、扶助費や補助金などの

執行残でございます。 

 以上、決算の概要を御説明申し上げました

が、詳細につきましては、各課長が御説明い

たしますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。 

 

○松田三郎委員長 引き続き各課長から説明

をお願いいたします。 

 

○古閑健康福祉政策課長 健康福祉政策課の

古閑でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて御説明をさせていただきます。 

 まず、今年度の定期監査結果でございます

が、公表事項はございません。 

 次に、平成24年度の決算の説明をさせてい

ただきます。 

 お手元の説明資料の２ページをお願いいた

します。 

 まず、歳入でございますが、２ページ冒頭

の欄の使用料及び手数料、３ページの冒頭の

欄の国庫支出金、４ページ中ほどの欄の財産

収入及び５ページの２段落目の繰入金、いず

れにつきましても、不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 続きまして、５ページ下段から６ページの

諸収入でございます。 

 不納欠損額はございませんが、収入未済額

が24万円余となっております。その内容につ

きましては、後ほど別冊の附属資料で御説明

 - 26 -



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成25年10月７日) 

をさせていただきます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 ここからは歳出でございます。主なものに

ついて御説明をいたします。 

 ８ページの最下段の民生費の中の社会福祉

総務費でございます。９ページにわたってお

りますが、支出済み額としましては18億9,87

2万円余となっております。 

 主な事業は備考欄に記載しておりますが、

民生委員の活動に係る経費、地域の縁がわ彩

り事業、地域の結いづくり活き活き事業など

でございます。 

 なお、８ページの不用額3,310万円余につ

きましては、主に地域福祉支援体制強化事業

及び福祉・介護人材緊急確保事業等における

委託料の執行残などでございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 10ページ中ほどの災害救助費でございます

が、支出済み額として９億2,749万円余とな

っております。 

 主な事業は備考欄に記載しておりますが、

熊本広域大水害に係る救助に要する経費や被

災者への生活再建助成金などでございます。

主な不用額7,641万円余につきましては、主

に被災者生活再建助成金の執行残でございま

す。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費でございますが、支出済み

額として8,210万円余となっております。 

 なお、不用額1,098万円余につきまして

は、主に第６次保健医療計画策定事業や保健

統計調査に係る事務費の執行残などでござい

ます。 

 次の保健環境科学研究所費でございます

が、宇土市にございます保健環境科学研究所

の運営費でございます。支出済み額は２億7,

331万円余となっております。 

 なお、不用額989万円余につきましては、

主に人件費及び庁舎管理の委託に係る執行残

でございます。 

 次の保健所費でございますが、支出済み額

として17億2,506万円余となっております。

主な事業としましては、県下10カ所の保健所

の運営に係る経費でございます。 

 なお、不用額2,976万円余につきまして

は、主に人件費及び庁舎管理の委託に係る入

札の執行残などでございます。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 公衆衛生災害復旧費でございますが、支出

済み額として2,878万円余となっておりま

す。繰越額1,690万円余がございますが、後

ほど附属資料で御説明をさせていただきま

す。 

 なお、不用額119万円余につきましては、

入札の執行残などでございます。 

 それでは、恐れ入りますが、別冊の附属資

料のほうをお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 繰越事業でございます。これは、熊本広域

大水害において被災しました阿蘇保健所の復

旧工事費のうち、エレベーター復旧工事につ

いて繰り越したものでございます。エレベー

ターの復旧につきましては、12月補正予算事

業のため工期の確保ができず、年度内の事業

完了が困難となったため、繰り越したもので

ございます。 

 なお、工事は、平成25年７月に完了いたし

ております。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 収入未済でございます。これは、平成16年

に実施しましたシステムの仕様変更業務委託

におきまして、契約不履行により契約違約金

が発生したものでございます。その後は、会

社は事実上倒産をしておりまして、長期にわ

たり代表者とも連絡がとれない状況でありま

したが、昨年度、母親のところに住民登録が

なされていることが判明いたしました。現

在、実家への訪問や電話により代表者への連

絡に努めているところでございます。 

 次に、恐れ入りますが、34ページをお願い
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いたします。 

 県有財産の処分でございます。これは、財

団法人国際保健医療交流センターに対する県

の出捐金を処分したものでございます。当財

団は、開発途上国の保健医療の向上及び我が

国の保健医療の向上を図るため平成２年１月

22日に設立されたもので、本県は基本財産と

して5,000万円の出捐を行っております。平

成23年11月30日をもって解散し、また、平成

24年11月13日に清算が完了いたしました。県

の出捐金は寄附行為であり、清算により返還

されるものではないため、財産として処分を

したものでございます。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課の一

です。よろしくお願いいたします。着座にて

御説明いたします。 

 まず、今年度の定期監査の結果の公表事項

でございます。 

 健康危機管理課では、職員の交通事故につ

いて指摘を受けております。指摘内容につき

ましては、平成24年度に通勤中に過失割合の

高い人身事故が１件発生しており、職員の交

通安全意識の高揚を図るとともに、事故原因

に応じた具体的な交通事故防止対策を講じる

こととなっております。これは、職員が自家

用車で帰宅途中、交差点左折時に、自転車の

運転者に軽傷を負わせたものでございます。

交通安全については日ごろから取り組んでお

りますが、職員に対する声かけや研修などを

通して、さらなる交通安全意識の徹底を図っ

てまいります。 

 次に、平成24年度の決算の説明をさせてい

ただきます。お手元の説明資料13ページをご

らんください。 

 まず、歳入についてでございます。主なも

のについて御説明いたします。 

 13ページ４段目の食品衛生関係手数料でご

ざいます。収入済み額が6,813万円余で、予

算に対し、332万円余の増となっておりま

す。これは、菓子製造業や総菜製造業などの

許可申請件数が見込みを上回ったことによる

ものでございます。 

 次に、16ページをごらんください。 

 １段目の肝炎対策費補助でございます。収

入済み額が２億3,698万円余で、予算に対

し、7,719万円余の増となっております。こ

れは、肝炎ウイルス検査及び肝炎治療の医療

費助成等に伴う補助金について、国からの交

付額が実績額を上回ったものであります。今

年度中に国庫へ精算返納する仕組みとなって

おります。 

 17ページをごらんください。 

 ２段目のワクチン接種緊急促進基金繰入金

でございます。収入済み額が８億1,249万円

余で、予算に対し、２億1,581万円余の減と

なっております。これは、子宮頸がん予防ワ

クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク

チンの接種に係る市町村への補助事業に充て

るため平成22年度に造成しました熊本県ワク

チン接種緊急促進基金から繰り入れるもの

で、市町村からの補助申請額が見込み額を下

回ったことによるものでございます。 

 なお、歳入について、使用料及び手数料、

国庫支出金、財産収入、繰入金、諸収入のい

ずれも、不納欠損額、収入未済額はございま

せん。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 次に、歳出でございます。主なものについ

て御説明いたします。 

 まず、19ページ下から２段目の公衆衛生総

務費でございますが、支出済み額として４億

5,353万円余となっております。主な事業

は、備考欄に記載しておりますが、健康危機

管理推進事業、肝炎対策事業などでございま

す。 

 なお、3,428万円余の不用額が生じており
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ます。これは、肝炎対策事業のうち、肝炎ウ

イルス検査及び肝炎治療の医療費助成の申請

件数が見込みを下回ったことによるものでご

ざいます。 

 下段の結核対策費でございます。支出済み

額として2,995万円余となっております。 

 なお、562万円余の不用額が生じておりま

すが、これは、結核患者の発生減少に伴う医

療費助成の申請件数が見込みを下回ったもの

でございます。 

 次に、20ページをごらんください。 

 １段目の予防費でございます。支出済み額

として９億7,527万円余となっております。

主な事業は、感染症予防事業費、新型インフ

ルエンザ対策費、熊本県ワクチン接種緊急促

進事業などでございます。 

 なお、２億2,940万円余の不用額が生じて

おります。これは、子宮頸がん等のワクチン

接種に係る市町村からの補助申請額が見込み

額を下回ったことによるものでございます。 

 下段の食品衛生指導費でございますが、支

出済み額として３億4,793万円余となってお

ります。主な事業は、食品営業監視事業、Ｂ

ＳＥ食肉検査体制整備事業などでございま

す。 

 なお、2,490万円余の不用額が生じており

ますが、これは、主にＢＳＥ検査に伴う検査

器具の購入実績や各事業の執行残などによる

ものでございます。 

 次に、21ページをごらんください。 

 上段の環境整備費でございますが、支出済

み額として１億2,505万円となっておりま

す。主な事業は、犬捕獲抑留業務事業、動物

の愛護管理事業などでございます。 

 なお、164万円余の不用額は、主に、動物

愛護管理事業のうち、各地域の動物愛護推進

員の委嘱が予定人数を下回ったことに伴う執

行残でございます。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課・中島

でございます。よろしくお願いいたします。

着座にて御説明申し上げます。 

 まず、今年度の定期監査結果の公表事項で

ございますが、公表事項はございません。 

 24年度の高齢者支援課の決算状況を御説明

いたします。 

 まず、歳入でございますが、お手元の委員

会説明資料の22ページをお願いいたします。 

 使用料、手数料、それから、次ページ、23

ページの国庫支出金でございますが、不納欠

損額、収入未済額はございません。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 財産収入、それから、次ページ、25ページ

の繰入金、繰越金でございますが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 なお、繰入金の基金繰入金につきまして、

予算現額に対する収入済み額との差が、介護

職員処遇改善で3,539万円余、介護基盤緊急

整備で3,545万円余の差がございますが、こ

ちらは、国の経済危機対策に伴い、平成21年

度に創設されました介護職員処遇改善交付金

及び介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を活

用した基金事業におきまして、所要見込み額

を実績額が下回ったことによるものでござい

ます。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 諸収入でございますが、不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 なお、雑入の各種団体精算返納金につきま

しても、予算現額に対する収入済み額との差

が4,460万円余ございますが、こちらは、平

成23年度から平成24年度に繰り越しをしまし

た介護基盤緊急整備等事業につきまして、不

用額を基金に積み戻す際に、不用額で歳出予

算として執行していない分を執行したものと

誤って、本来必要のない各種団体精算返納金

で歳入予算を要求したことによるものでござ

います。本来必要のなかった歳入予算でござ
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いまして調定もしていませんことから、収入

未済額等に計上せず、予算現額と収入済み額

の比較欄に計上いたしております。大変申し

わけございません。 

 続きまして、27ページをお願いいたしま

す。 

 ここからが歳出でございますが、主なもの

につきまして御説明いたします。 

 まず、民生費の老人福祉費についてでござ

いますが、支出済み額として19億8,830万円

余となっております。 

 主な事業といたしまして、次ページ、28ペ

ージをごらんください。 

 備考欄に記載しております軽費老人ホーム

事務費補助事業、軽費老人ホームの設置者が

利用者からの利用を減免した場合、その減免

した経費につきまして補助金を交付するもの

でございます。それから、施設開設準備経費

助成特別対策事業、これが、施設の開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供するた

め、その開設準備経費に対して助成を行うも

のでございます。それから、介護職員処遇改

善交付金事業、介護職員の雇用環境を改善

し、今後増大する人材需要に応えるため、介

護職員の賃金の確実な引き上げなど、介護職

員の処遇改善に取り組む事業者に対して助成

を行うものでございます。これが主な事業で

ございます。 

 お手数ですが、済みません、前のページの

27ページにお戻りください。 

 老人福祉費で１億2,113万円余の不用額が

生じておりますが、これは、先ほど、28ペー

ジのほうで説明しました施設開設準備経費助

成特別対策事業におきまして、施設開設の翌

年度繰り延べや執行残による1,700万円余、

また、28ページの現任介護職員等研修支援事

業、これは、介護事業所の職員が研修を受講

する際、その代替職員として離職者等を雇用

する場合、これを支援する事業、国の緊急雇

用の基金事業の一つでございますが、この事

業で4,600万円余、この事業と同様、緊急雇

用の基金事業でございます、働きながら資格

を取る介護雇用プログラム事業におきまし

て、1,700万円余の執行残が生じたことが老

人福祉費の不用額の主な理由でございます。 

 この２つの緊急雇用基金事業につきまして

は、事業者がハローワークでの求人を行った

ものの、求職者が少なく、雇用まで日数を要

したこと、また、雇用したものの、中途で退

職したことにより、雇用期間が短くなったこ

とによるものでございます。 

 また、２億7,180万円の繰り越しが生じて

いますが、こちらにつきましては、後ほど別

冊附属資料で御説明いたします。 

 次に、28ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費についてでございますが、

支出済み額として41億1,917万円余となって

おります。 

 主な事業といたしまして、介護基盤緊急整

備等事業、これは、地域密着型特養や認知症

高齢者グループホームなどの整備を行う市町

村等に助成を行う事業で、基金事業でござい

ます。 

 また、13億9,200万円余の繰り越しが生じ

ておりますが、先ほどの老人福祉費と合わせ

まして、後ほど別冊附属資料で御説明させて

いただきます。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 災害復旧費の民生施設補助災害復旧費につ

いてでございますが、支出済み額としまし

て、6,507万円余となっております。これ

は、老人福祉施設等災害復旧事業、平成24年

７月の熊本広域大水害に伴いまして被災した

老人福祉施設等に対して、施設の災害復旧に

係る費用の一部を補助する事業でございま

す。 

 なお、1,672万円の不用額が生じておりま

すが、これは、国の査定による補助額の減や

申請をしていた施設が災害保険を活用するこ

とになったことなどによる申請の取り下げに
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伴う執行額でございます。 

 また、4,185万円余の繰り越しが生じてお

りますが、こちらにつきましても、この後、

別冊附属資料で御説明させていただきます。 

 別冊附属資料の２ページをお願いいたしま

す。 

 ２ページから５ページの最上段にかけまし

ての介護基盤緊急整備等事業につきまして、

12件、13億9,200万円余の繰り越しを行って

おります。これは全て特別養護老人ホームで

ございますが、これは、社会福祉法人設立の

認可等の諸手続に不測の日数を要したことな

どによるものでございます。 

 次に、５ページ２段目から８ページの１段

目までの施設開設準備経費助成特別対策事業

につきまして、15件、２億7,180万円余の繰

り越しを行っております。これは、先ほど御

説明いたしました施設整備が当初計画より大

幅におくれたことにより、施設の開設につき

ましても同様におくれが生じ、開設前、６カ

月以内の準備経費を助成するこの事業につき

ましても、繰り越しを行ったものなどでござ

います。 

 最後に、８ページ２段目の老人福祉施設等

災害復旧事業につきまして、１件、4,185万

円余の繰り越しを行っております。これは、

不測の事態により、設計変更を行う必要が生

じたことによる計画のおくれによるものでご

ざいます。 

 なお、資料中に現在の進捗状況を記載して

おりますが、こちらは本年９月１日現在の状

況でございます。各事業におきまして、４月

以降順次竣工しておりまして、遅くとも来年

２月中には竣工し、開設する予定となってお

ります。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○大村認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課の大村でございま

す。よろしくお願いいたします。着座にて説

明させていただきます。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、公表事項はございません。 

 次に、決算について御説明させていただき

ます。 

 まず、歳入について、説明資料の30ページ

をお願いいたします。 

 使用料及び手数料、国庫支出金、次のペー

ジの財産収入、繰入金、諸収入につきまし

て、いずれも不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、歳出について、32ページをお願いい

たします。 

 民生費の老人福祉費でございますが、支出

済み額として260億8,901万円余となっており

ます。 

 主な事業といたしましては、備考欄の事業

の概要の上から２つ目、３つ目の介護保険を

運営する市町村に法定負担金等を交付します

介護給付費県負担金交付事業、地域支援事業

交付金交付事業、中ほどの少し下ですが、法

改正を踏まえて介護保険財政安定化基金の一

部を取り崩し、拠出割合に応じ、市町村及び

国に交付します介護保険財政安定化基金市町

村交付等事業、同事業の国納付分、県分を地

域福祉基金に積み立てます地域福祉基金(介

護分)造成事業、それから、33ページに移り

まして、備考欄上から２つ目の認知症疾患医

療センターなどの運営を行います認知症診

療・相談体制強化事業など、認知症対策を推

進するための事業、また、中ほどになります

が、地域の実情に応じた支え合いの体制づく

り等を支援します市町村地域包括ケアシステ

ム構築支援事業や訪問看護の普及など、高齢

者等が住みなれた地域で暮らせるようにする

地域包括ケア推進の事業などでございます。 

 32ページに書いておりますとおり、5,371

万円余の不用額が生じております。これは、

33ページ中段で御説明いたしました市町村地
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域包括ケアシステム構築支援事業において、

市町村での事業実績が見込み額を下回ったこ

とによる1,831万円余などでございます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課・青木と申

します。よろしくお願いいたします。それで

は、着座にて説明をさせていただきます。 

 まず、定期監査の結果につきまして、公表

事項が１件ございます。 

 お手元、監査結果公表事項〔健康福祉

部〕、ございますでしょうか。これに沿って

説明をさせていただきますが……。 

 

○松田三郎委員長 一枚紙のやつ。 

 

○青木社会福祉課長 一枚紙です。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 指摘事項(2)報酬の過年度支出についてで

ございます。 

 事案の概要でございますが、平成24年１月

分の精神科嘱託医の報酬の支出につきまし

て、経理担当者が誤って実績より１日分少な

く起案を行い、それを決裁時に誰も気づか

ず、そのまま支払ってしまった後、翌平成24

年度になりまして、平成24年分の源泉徴収票

確認時に支払い漏れが判明し、これを支払っ

たことから過年度支出になりまして、今回、

この件を指摘、公表されたものでございま

す。 

 この誤りが判明した時点で、他の報酬等の

支払いが適正に行われているか否か確認する

とともに、この件に関係した職員以外の職員

も含めて課の全職員に対し、今後このような

ことがないよう注意喚起を行いました。 

 今後とも、支払い漏れなどが発生しないよ

う組織的なチェックを徹底し、再発防止に努

めてまいります。 

 続きまして、平成24年度の決算について御

説明いたします。 

 説明資料の34ページをお開きください。 

 まず、歳入についてでございます。 

 34ページの使用料及び手数料、35ページの

国庫支出金、36ページ下段の財産収入、37ペ

ージ上段の繰入金までにつきましては、いず

れも不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 37ページ中ほどの諸収入、生活保護世帯進

学応援資金貸付金回収金につきましては、3

万3,000円の収入未済額が生じましたが、こ

とし８月をもって完納され、収入未済が解消

されたところでございます。 

 同じく37ページの最下段、各種団体精算返

納金につきまして、予算現額と収入済み額と

の比較が527万円余となっておりますが、こ

れは、備考欄で記しておりますとおり、いわ

ゆるホームレス対策事業に係る事業委託先団

体からの返納金でございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 生活保護費返還徴収金と過年度収入、年度

後返納について、それぞれ収入未済額がござ

います。これらについては、後ほど附属資料

にて説明をさせていただきたいと存じます。 

 続きまして、歳出についてでございます。 

 39ページをごらんください。主なものを御

説明いたします。 

 ２段目からの民生費におきまして、社会福

祉総務費及び遺家族等援護費につきまして、

それぞれ不用額がございますが、これらは、

人件費及び各事業の執行残でございます。 

 40ページをごらんください。 

 生活保護費でございますが、中段の生活保

護総務費、その不用額8,162万円余につきま

しては、人件費、活動費の執行残のほか、緊

急雇用創出基金、市町村補助金に係る市町村

からの申請額が見込みより少なかったことな

どによるものでございます。 

 下段の扶助費は、生活保護費でございま
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す。 

 不用額5,224万円余は、所要額が見込みを

下回ったことによるものでございます。 

 歳入歳出の決算の状況、以上でございま

す。 

 続きまして、附属資料の15ページをごらん

いただきたいと存じます。 

 収入未済の状況と対策について御説明をい

たします。 

 １、24年度歳入決算の状況でございます

が、上段の生活保護世帯進学応援資金貸付金

回収金につきましては、収入未済は解消され

ております。 

 中段の生活保護費返還徴収金と下段の年度

後返納とで、合わせて3,284万円余の収入未

済額が生じております。 

 ここで、生活保護費返還徴収金には２種類

ございます。１つは、被保護者に資力、資産

があるにもかかわらず、実際に収入が入るま

でに時間がかかるなど、緊急やむを得ない場

合に保護費を支給した場合、これを返還させ

るというのが１つでございます。もう一つ

は、就労等に伴い収入を得たにもかかわら

ず、申告を行わず、保護費を不正に受給した

場合などにその分を返還させるというもので

す。 

 また、下段の年度後返納とは、過払い金が

発生した場合にこれを返納させるものでござ

います。 

 いずれも、債務者が生活保護受給中であっ

たり、生活困窮の状況にあったりすることな

どから、返還が滞っているというものでござ

います。 

 その下の表に、収入未済額の過去３カ年の

推移でございますが、上段、生活保護世帯進

学応援資金貸付金回収金については、収入未

済、解消されたということでございます。 

 中段以下、生活保護費返還徴収金などの動

向につきましては、合計欄をごらんいただき

たいと存じます。増加傾向を示しております

が、これは、平成20年秋のリーマン・ショッ

ク以降、近年の大幅な被保護世帯数の増加な

どに伴い、生活保護費返還徴収金の調定額自

体が押し上げられている傾向にございまし

て、徴収努力の取り組みを行っているにもか

かわらず、平成24年度におきましては、前年

度に比べて274万円余の増加となっているも

のでございます。 

 16ページをごらんください。 

 ３、24年度収入未済額の状況でございま

す。 

 ここも合計欄で御説明をいたします。 

 まず、定期的に分割納付が行われているケ

ースが53件でございまして、全体の約65％、

すなわち約３分の２を占めております。 

 そのほか、ここに記しております生活困窮

とは、現在は生活保護を受給していないもの

の、各福祉事務所の調査により未納の主な原

因が生活困窮にあると判断されているケー

ス、非協力的とございますのは、福祉事務所

職員との面談を避けたり、粗暴な対応が常態

化しているといったケースでございます。債

務の否認とございますのは、本人が債務の存

在そのものを認めていないケース、そしてそ

の他は、収監中のため徴収を見合わせている

ケースや、本人が死亡してしまい、相続人か

らの徴収が困難なケースでございます。 

 これらの状況を踏まえての４番、平成24年

度の未収金対策についてでございますが、債

権管理の強化につきましては、県や健康福祉

部の未収金対策にのっとって債権管理を行っ

ているものでございます。 

 中段以降、福祉事務所への指導の徹底につ

きましては、課独自の取り組みを上げており

ます。特徴的なものといたしまして、丸の３

つ目でございますが、平成24年の９月、県の

全福祉事務所を対象に未収金に関するヒアリ

ングを実施し、未収金案件全件につきまし

て、一件一件、個別具体的に問題点を洗い出

し、今後の対応策についての助言、指導を行
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ったところでございます。 

 また、丸の４つ目、最後の丸でございます

が、冒頭部長から申し上げましたとおり、生

活保護に係る未収金対策は、生活保護のいわ

ば本来業務、すなわち被保護世帯への家庭訪

問の計画的実施、生活状況、収入状況の的確

な把握などと表裏一体のものというふうに考

えております。 

 そのため、生活保護に係る実地指導監査や

各種研修などの機会を捉えまして、生活保護

の適正実施の徹底とあわせ、未収金の徴収及

び債権発生の防止について助言、指導を行っ

ております。 

 なお、補足でございますが、今年度に入っ

ての新しい取り組みといたしまして、ことし

８月、各福祉事務所の生活保護業務のかなめ

となる班長職員を集めて未収金対策の会議を

開催しました。困難な状況の中でも特に頑張

っている福祉事務所からその取り組みを発表

し、意見交換を行う場を設け、他の福祉事務

所の意識改革の意味も含めまして、その取り

組みの波及を図ったところでございます。 

 社会福祉課、以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課の中園

でございます。よろしくお願いいたします。

座らせていただきます。 

 まず、定期監査の結果でございますが、公

表事項はございません。 

 それでは、資料の42ページをお願いいたし

ます。 

 歳入関係でございます。 

 分担金及び負担金の未熟児養育費負担金で

すが、これは、未熟児養育医療に伴い保護者

から徴収するものでございます。不納欠損や

収入未済がありますので、後ほど附属資料で

御説明いたします。 

 下の段の使用料及び手数料、それから、43

ページに入りまして、国庫支出金、これらに

つきましては、不納欠損、収入未済はござい

ません。 

 43ページ、国庫支出金の下から５段目にあ

ります母子衛生費負担金について、予算現額

と収入済み額との比較で556万円余が増額と

なっておりますが、これは、未熟児養育医療

費において、所要額が見込みより多かったこ

とに伴う国庫負担増でございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 上から２段目の特別保育事業費補助につき

まして、予算現額と収入済み額との比較で84

9万円余が減額となっておりますが、これ

は、市町村の所要額が見込みより少なかった

ことに伴う国庫補助の減でございます。 

 45ページをお願いします。 

 上から財産収入、繰入金、繰越金、諸収入

とありますが、不納欠損、収入未済はござい

ません。 

 なお、繰入金の一番下の安心こども基金繰

入金につきまして、予算現額と収入済み額と

の比較で１億622万円余の減額となっており

ますが、これは、保育所等緊急整備事業など

の所要額が見込みより少なかったことに伴う

基金繰り入れの減でございます。 

 続きまして、46ページをお願いします。 

 ここからは歳出関係ですが、主なものを御

説明いたします。 

 まず、中ほどの社会福祉総務費でございま

す。 

 不用額100万円余は、育成医療などにおけ

る執行残、次の障害者福祉費の不用額74万円

余は、発達障がい児早期発見・早期支援事業

における執行残でございます。 

 47ページをお願いします。 

 児童福祉総務費でございます。 

 不用額1,494万円余は、多子世帯子育て支

援事業などにおける執行残、次の児童措置費

の不用額880万円余は、市町村に対する保育

所運営費負担金の執行残でございます。 

 48ページをお願いします。 
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 児童福祉施設費でございます。 

 不用額7,940万円は、保育所等緊急整備事

業などにおける執行残でございます。 

 なお、翌年度繰越額６億1,300万円余につ

きましては、後ほど別冊の附属資料で御説明

いたします。 

 下の段の公衆衛生総務費の不用額１億5,10

0万円余は、乳幼児医療費などにおける執行

残でございます。 

 49ページをお願いします。 

 まず、保健所費の不用額188万円余は、健

やか母子支援事業などにおける執行残、ま

た、次の民生施設補助災害復旧費の不用額64

8万円余は、児童福祉施設等災害復旧事業に

おける執行残でございます。 

 それでは、恐れ入りますが、別冊の附属資

料をお願いいたします。 

 ９ページから10ページにかけましての繰越

事業の関係でございます。 

 保育所等緊急整備事業の８件でございます

が、最初のみずほ保育園、それから３番目の

ちどり保育園、それから、10ページになりま

すが、最後の慈光第一保育園の３件につきま

しては、それぞれ、ボーリング調査の再実

施、あるいは基礎工事の際の湧き水や太陽光

発電の資材不足などで、不測の日数を要して

繰り越しております。 

 また、これ以外のシオン園保育所など５件

につきましては、昨年度途中に追加募集を行

い、昨年の12月補正で追加予算を組ませてい

ただいたところでございますが、事業期間が

不足して繰り越しております。 

 繰越額の合計は６億1,300万円余となって

おります。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 収入未済の関係でございます。 

 まず、１番の決算の状況ですが、未熟児養

育費負担金におきまして、不納欠損が3,000

円、収入未済が60万円余となっております。 

 次の２番に過去３カ年の推移を示しており

ますが、前年度と比較しますと、１万2,000

円ほどの増額となっております。 

 ３番の収入未済の状況ですが、債務者数は

30人となっており、内訳は、分割納付が６

人、生活困窮が９人、非協力的が15人となっ

ております。 

 ４番の未収金対策ですが、まず、未然防止

策としまして、制度説明などの徹底としてお

りますのは、市町村で乳幼児医療費の手続を

しますと支払った医療費は返ってきますの

で、その周知徹底に努めております。 

 また、その下の催告関係ですが、自宅に連

絡がつかないような滞納者に対しては、勤務

先への電話催告ですとか、直接訪問しての徴

収なども行っておりまして、いつでも現金徴

収ができるように、担当班の全員を会計職員

に任命しております。 

 また、一番下にあります分納相談によりま

して、納付に結びついた事例も出てきており

ます。 

 続きまして、29ページをお願いします。 

 不納欠損の関係でございます。 

 未熟児養育医療費負担金で件数３件とあり

ますのは、１名分になりますけれども、金額

は繰り上げて3,000円、実際は2,500円ほどで

すけれども、備考欄にありますように、県外

に転出し、時効中断できずに債権が消滅した

ものでございます。 

 子ども未来課は以上でございます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課の藤本です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。座って説明させていただきます。 

 まず、定期監査の結果ですが、公表事項は

ありません。 

 それでは、24年度の決算について御説明い

たします。 

 説明資料の50ページをお願いいたします。 
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 まず、歳入についてですが、一番上の児童

保護費負担金ですが、これは、児童養護施設

等への入所措置に伴い、保護者から負担をい

ただくものです。不納欠損や収入未済につい

ては、後ほど別冊の附属資料で御説明いたし

ます。 

 次の使用料及び手数料、国庫支出金、51ペ

ージ、一番下の財産収入につきましては、不

納欠損、収入未済はございません。 

 なお、50ページの下から２段目の児童措置

費負担金に予算現額と収入済み額との比較で

359万円余、これは減額となっております

が、これは、児童養護施設等への入所措置児

童数が見込みよりも少なかったことなどによ

るものです。 

 53ページをお願いいたします。 

 この年度後返納は、主にひとり親家庭等に

支給する児童扶養手当の過年度分の返納金な

どですが、収入未済については、後ほど別冊

の附属資料で御説明いたします。 

 歳入については以上でございます。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いた

します。54ページをお願いいたします。 

 まず、下から３段目の社会福祉施設費です

が、これは、主な事業は備考欄に記載のとお

りですが、不用額は、一時保護所管理運営費

の実績額が見込みより少なかったことなどに

よるものです。 

 次に、55ページの児童措置費です。 

 主な事業は備考欄に記載のとおりですが、

不用額は、子ども手当制度変更に伴うシステ

ム改修事業の実績額が見込みよりも少なかっ

たことなどによるものです。 

 次に、母子福祉費です。 

 主な事業は備考欄に記載のとおりですが、

不用額は、児童扶養手当支給事業及びひとり

親家庭等支援事業において、実績額が見込み

よりも少なかったことなどによるものです。 

 次に、56ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費です。 

 主な事業は備考欄に記載のとおりですけれ

ども、不用額は、子供を虐待から守るための

緊急対策事業における実績額が見込みよりも

少なかったことなどによるものです。 

 次に、母子寡婦福祉資金特別会計です。57

ページです。 

 これは、当課で担当しております母子寡婦

福祉資金特別会計ですけれども、収入未済に

ついては、別冊の附属資料で御説明いたしま

す。 

 それでは、恐れ入ります。附属資料をお願

いいたします。 

 18ページ、お願いいたします。 

 児童保護費負担金の収入未済でございま

す。 

 まず、１の平成24年度の状況につきまして

は、不納欠損額が478万円余、収入未済額が

4,164万円余となっております。 

 この児童保護費負担金は、保護者の所得に

応じて負担いただく仕組みとなっております

が、全体的に所得が低い世帯が多いというこ

とと、また、虐待やネグレクトをしている親

はなかなか負担金を認めないということか

ら、収入未済となっているものです。 

 次に、２の収入未済額の推移ですが、この

３年間、平成23年度、24年度と減少してきて

おります。 

 次に、３の収入未済額の状況ですが、債務

者数は249名となっております。このうち、

分割納入中、一番左ですけれども、54名で全

体の22％、生活困窮により納付していない者

が90名で全体の36％となっております。ま

た、虐待を認めないことなどにより債務を否

認している者が10名、納付に非協力的な者が

15名となっており、この２つを合わせると、

納付意識が非常に低いケースが全体の10％と

なっております。 

 19ページをお願いいたします。 

 未収金対策です。 

 一番上に書いておりますけれども、平成23
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年度から福祉総合相談所に正職員１名を増員

配置するなど、徴収体制の強化を行いまし

た。また、滞納処分につきましては、全滞納

者について県内金融機関を対象に預金調査を

実施するとともに、滞納額が高額で交渉に応

じない滞納者について、順次差押予告書を送

付しました。結果として、滞納処分は実施し

ておりませんが、その多くが、分納や納付交

渉の開始につながっております。 

 なお、今年度につきましては、徴収担当者

だけでなく、保護者と直接接触する児童相談

所のケースワーカーも、より一体となって、

組織的に未収金対策に取り組んでいくことと

しております。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 ひとり親家庭等に支給されます児童扶養手

当の返納金の収入未済でございます。これ

は、婚姻や年金受給などにより児童扶養手当

を受ける資格を失った後にも引き続き手当を

受給していたことにより生じるものであり、

収入未済額が2,358万円余となっておりま

す。 

 ２の収入未済額の推移ですが、23年度は前

年より増加しましたが、24年度は少し減少し

ております。 

 ３の収入未済額の状況ですが、債務者は76

名となっております。その内訳ですが、最も

多いのが分割納入中で42名となっており、債

務者の約50％程度となっております。そのほ

か、納付に非協力的な者が18名で24％、生活

困窮により納付していない者が10名で13％と

なっております。 

 ４の未収金対策ですが、一番下の段に記載

しておりますように、徴収促進策として、当

課に１名配置しております債権管理回収員と

県福祉事務所職員が連携をとりながら、自宅

訪問などによる催告等を行うとともに、一括

納付が困難な滞納者に対し、分納計画書によ

る滞納指導に努めました。 

 なお、今年度につきましては、８月に全振

興局の福祉課長を集めて会議を開催し、前年

度の未収金額よりも減少させるという目標を

徹底するとともに、未然防止策として、手当

支給前に必ず年金受給の有無を確認するこ

と、また、滞納者を４分類に分け、分類に応

じて催告、訪問等の対応を図っていくなどの

取り組み方針に沿って、本庁及び県福祉事務

所が組織的、一体的に回収を実施していくこ

ととしております。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 母子家庭等に対し、学校の入学金や授業

料、生活資金などを貸し付ける母子寡婦福祉

資金貸付金の償還金に関するもので、収入未

済額は4,179万円余となっております。 

 下の段の年度後返納は、学校を中退した場

合などに、借り主の都合により貸し付け期間

中に貸し付けをやめる場合に発生するもので

あり、収入未済額は100万円余となっており

ます。 

 次に、２の収入未済額の推移ですが、24年

度は、23年度より241万円余増加しておりま

す。これは、所得が低い母子家庭に対する貸

付金ということで、債務者の収入が低いこと

に加え、近年の貸付額自体の増加が影響して

いるものと考えております。 

 貸付額は、５年ほど前は約9,000万円でし

たが、24年度には約１億1,000万円の貸し付

けとなっております。 

 次に、３の収入未済額の状況ですが、債務

者は243名であり、約３割の74名が償還を続

けておりますが、生活困窮により償還が滞っ

ている債務者も３割以上、また、納付に非協

力的な債務者も２割程度となっております。 

 22ページをお願いいたします。 

 ４の未収金対策です。 

 まず、昨年度は、債権発生未然防止策とし

て、貸し付け決定や回収を担当する地域振興

局職員に対して、貸し付け要件等に関する確

認、事例検討などの研修を実施いたしまし
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た。 

 また、滞納者に対して財産調査等を可能と

するため、貸し付け申請時の添付書類とし

て、調査同意書を新たに徴取することといた

しました。 

 また、一番下の徴収促進策として、回収に

当たって定期的な滞納者宅への訪問等や連帯

保証人などまでに拡大した訪問等を行うとと

もに、一括納付が困難な滞納者に対し、分納

計画書による納付指導に努めました。さら

に、今年度は、先ほどの児童扶養手当返納金

と同様に、８月に全振興局の福祉課長を集め

て会議を開催し、前年度の未収金額よりも減

少させるという目標を徹底するとともに、滞

納者を４分類に分け、分類に応じて、催告、

訪問等の対応を図っていくなどの取り組み方

針に沿って、本庁及び地域振興局が組織的、

一体的に回収を実施していくこととしており

ます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 児童保護費負担金の不納欠損処分です。 

 表の計にありますように1,193件、これは8

7名分になりますけれども、478万円余を不納

欠損処分としております。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○松永障がい者支援課長 障がい者支援課・

松永でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

 まず、今年度の定期監査の公表でございま

すが、障がい者支援課では、職員の交通事故

について指摘を受けております。 

 事故の概要は、昨年度、民間の駐車場内で

酒気を帯びた状態で自動車を運転し、駐車中

の車に衝突した物損事故が１件発生しており

ます。 

 そこで、当課におきましては、交通違反、

交通事故の防止をテーマとした職員研修を昨

年度に２回、今年度はこれまでに１回実施

し、特に飲酒運転の防止について強く呼びか

けております。 

 また、毎月の課内例会で交通違反、交通事

故防止の徹底を指示するとともに、折に触れ

て、全職員に対しまして、交通違反、特に飲

酒運転、交通事故の防止を呼びかけておりま

す。 

 次に、平成24年度の決算の説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入について説明させていただきま

す。 

 お手元の説明資料60ページをお願いいたし

ます。 

 分担金及び負担金についてですが、不納欠

損額が55万3,000円、収入未済額が479万1,00

0円ございます。これにつきましては、後ほ

ど別冊附属資料で説明をさせていただきま

す。 

 次に、61ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料でございますが、不納欠

損額はございませんが、収入未済額が９万5,

000円ございます。こちらにつきましても、

後ほど附属資料で説明をさせていただきま

す。 

 次に、62ページ下段から64ページにかけま

してが国庫支出金でございます。それから、

65ページの財産収入、さらには66ページの中

段の繰越金まで、不納欠損額及び収入未済額

はございません。 

 続きまして、66ページの最下段をお願いい

たします。 

 諸収入につきましては、収入未済額が18万

円ございます。こちらにつきましても、後ほ

ど附属資料で御説明させていただきます。 

 次に、歳出になります。 

 主なものについて御説明をさせていただき

ます。68ページをお願いいたします。 

 まず、下段の障害者福祉費において、不用

額が３億4,228万1,000円生じております。 

 主な理由といたしましては、重度心身障が
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い者医療費助成事業、更生医療費及び精神通

院医療費の助成事業が所要見込み額を下回っ

たことによるものでございます。 

 また、ただいまの左側の列になりますが、

翌年度繰越額が３億5,330万6,000円発生をし

ております。この繰り越しにつきましても、

後ほど附属資料で説明をさせていただきま

す。 

 続きまして、70ページの中段の児童福祉総

務費でございますが、89万2,000円の不用額

が生じております。これは、主に、特別児童

扶養手当等支給事務費において、判定、調査

に係る事務経費が当初見込み額を下回ったこ

となどによるものでございます。 

 次に、その下の児童措置費でございます

が、3,045万7,000円の不用額が生じておりま

す。これは、主に、障害児施設給付費等支

給・障害児施設措置事業におきまして、児童

措置の実績が所要見込み額を下回ったことに

よるものでございます。 

 続きまして、71ページの児童福祉施設費で

ございますが、6,579万7,000円の不用額が生

じております。これは、主に、こども総合療

育センター措置入園児扶助におきまして、扶

助費に係る措置入園児数が年間延べ数で当初

見込み額の約半数程度の実績となったこと

や、非常勤職員の報酬額の実績が所要見込み

額を下回ったこと及び施設管理等に係る委託

料の入札残などによるものでございます。 

 次に、72ページをお願いいたします。 

 下段の精神保健費でございますが、3,853

万9,000円の不用額が生じております。これ

は、主に、精神保健医療費等の対象となりま

す措置入院の延べ日数が、実績が当初見込み

の年間延べ日数を2,200日ほど下回ったこと

等によるもの及び自殺予防普及啓発事業等に

おける執行残でございます。 

 次に、73ページをお願いいたします。 

 下段の保健所費でございますが、223万9,0

00円の不用額が生じております。これは、嘱

託医による相談実績が見込みを下回ったこと

により、報酬等の執行残によるものでござい

ます。 

 次に、附属資料の11ページをお願いいたし

ます。 

 繰越事業について御説明をさせていただき

ます。 

 障がい者福祉施設整備費におきまして、２

件、金額合計で１億2,600万円余の繰り越し

を行っております。これは、右側の繰り越し

理由にありますように、いずれも、地域自主

戦略交付金の対象となった大規模修繕工事に

ついて、国において、同交付金関係事務等に

時間を要したこと及び詳細設計に時間を要し

たものでございます。 

 次に、11ページの３段目から次の12ページ

の２段目までをお願いいたします。 

 障がい者自立支援法移行促進事業におきま

して、計４件、金額で2,000万円余の繰り越

しを行っております。これは、短期入所施設

の整備工事におきまして、入札・契約事務が

遅延したこと及び業務用車両につきまして、

受注生産等のために時間を要し、年度内に納

車ができなかったもので、いずれも既に竣工

または納入済みでございます。 

 次に、12ページの３段目からですが、障が

い者福祉施設耐震化等特別対策事業におきま

して、２件、２億6,000万円余の繰り越しを

行っております。いずれも耐震化対応に係る

老朽改築工事でございますが、大規模な工事

であり、長期の工期を要し、また、詳細設計

に時間を要したこともあって、年度内に完成

することができなかったものでございます。 

 障がい者支援課に係る繰越事業は、以上の

８件、総額で３億5,300万余でございます。 

 次に、収入未済について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の23ページをお願いいたし

ます。 

 まず、児童保護費負担金につきましては、

 - 39 -



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成25年10月７日) 

24年度は、現年度分、過年度分を合わせまし

て462万9,000円の収入未済額が発生しており

ます。債務者の生活困窮等のために納入がな

されていないものです。先ほど子ども家庭福

祉課の説明にもありましたとおり、平成23年

度から福祉相談所の徴収を強化し、全滞納者

を対象に財産調査を実施した上で、滞納処分

や頻繁な催告等、徴収の促進に努めておりま

す。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 心身障害者扶養共済加入者負担金の未収金

についてですが、現年度分の２件、１万5,00

0円となっております。納入通知書の紛失等

のために未納となったものですが、電話や自

宅訪問等の督促を行った結果、本年９月まで

に全て納入されております。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 こども総合療育センター負担金の未収金が

14万7,000円でございます。これは前年度の

額より減少しておりますが、平成24年度末の

債務者３名のうち１名は分割納付中、他の２

名につきましては、生活困窮等のために納入

がなされていないため、引き続き督促を行っ

た上で、未収金の解消に努めているところで

ございます。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 こども総合療育センター使用料の未収金

が、現年度分で９万5,000円ございます。こ

れは、契約による入所、通園に係る本人負担

分でございまして、主として利用者の生活困

窮などにより未収金となったものです。これ

につきましては、債務者６名全てから分納誓

約書を徴取した上で、分割納付が滞るような

場合は、定期的に催告すること等により未収

金の解消に努めております。 

 次に、27ページをごらんください。 

 年度後返納による未収金が18万ございま

す。内訳は、特別障害者手当の過払い金が４

万3,000円、心身障害者扶養共済過払い金が1

3万7,000円となっております。全て過年度分

の徴収金で３件ございますが、うち、特別障

害者手当分の１件につきましては、相続人が

分納しており、平成25年４月に完納されてお

ります。 

 それから、資料の訂正をお願いいたしま

す。 

 27ページの３の表の心身障害者扶養共済過

払年金の欄の右端の合計欄が３になっており

ますが、２が正しい数字になりますので、訂

正をお願いいたします。大変失礼をいたしま

した。 

 次に……。 

 

○松田三郎委員長 合計のところですね。 

 

○松永障がい者支援課長 合計のほうが２に

なります。一番右端のほうの合計の数を…

…。 

 その下が３です。 

 次に、不納欠損について御説明をいたしま

す。 

 31ページをお願いいたします。 

 児童保護費負担金に係る不納欠損が、合計

で46件、額にして46万4,000円生じておりま

す。これは、障害児施設への入所措置に伴う

扶養義務者負担金について、債務者の行方不

明等により債権が時効により消滅したものに

ついて不納欠損処理を行ったものでございま

す。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 心身障害者扶養共済加入者負担金に係る不

納欠損が、２件で４万円ございます。債務者

は１名で、既に死亡しており、その相続人か

ら時効の援用があったため不納欠損処理を行

ったものでございます。 

 続いて、33ページをお願いします。 

 こども総合療育センター負担金に係る不納

欠損が、合計で18件、額にしまして４万9,00

0円生じております。これは、センターへの

入所措置に伴う扶養義務者負担金について、
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債務者の行方不明等により債権が時効により

消滅したものについて不納欠損処理を行った

ものでございます。 

 次に、未登記について御説明をいたしま

す。35ページをお願いいたします。 

 未登記となっておりますのは、合志市にあ

ります旧肥後学園の敷地の一部でございま

す。昭和14年から15年にかけて県が種畜場用

地として取得し、24年に肥後学園の用地とし

て所管替えを行ったものでございます。現

在、未登記用地は残り２筆でございます。う

ち１筆につきまして、任意の承諾による所有

権移転登記を行うことを基本に進めておりま

したが、ブラジル在住の相続人の確定などに

よりまして、任意での所有権移転手続が難し

い状況となったことから、時効援用による法

的処理を行うこととし、平成25年８月に熊本

地方裁判所に提訴しております。早ければ年

度内にも判決が出て、所有権移転が可能にな

る見込みでございます。 

 もう一筆につきましては、引き続き任意で

の交渉を行っております。 

 今後とも未登記の解消に取り組んでまいり

たいと思っています。 

 以上で障がい者支援課の説明を終わりま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課の三角でご

ざいます。着座にて御説明させていただきま

す。 

 まず、定期監査の結果でございますが、公

表事項はございません。 

 資料の74ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 74ページから78ページにかけまして、使用

料及び手数料、国庫支出金、財産収入、繰入

金、繰越金について記載しておりますが、い

ずれも、不納欠損額、収入未済額はございま

せん。 

 76ページをお願いいたします。 

 最上段の医療施設耐震化臨時特例交付金に

つきましては、国の緊急経済対策に係る交付

金でございますが、国の交付決定のおくれに

伴い繰り越すこととしたものでございます。 

 なお、７月に交付決定があり、全額受け入

れ済みでございます。 

 ２段目の医療施設等施設整備費補助につき

まして、予算現額と収入済み額に2,660万円

余の差額がございますが、これも国の平成24

年度補正予算に係るもので、国の内示のおく

れから、設備の発注までに不測の日数を要

し、繰り越すこととしたものでございます。 

 なお、本補助金につきましても、８月に交

付決定があり、事業完了確認後受け入れるこ

ととしております。 

 78ページをお願いいたします。 

 最上段の地域医療再生基金繰入金で、予算

現額と収入済み額との差額が１億5,847万円

余ございます。現在、地域医療再生基金を活

用し、医師確保など地域医療提供体制の充実

に取り組んでおりますが、事業に係る入札残

や所要額が見込みより少なかったこと等に伴

い、基金の繰入金が減となったものでござい

ます。 

 ３段目から79ページにかけまして諸収入に

ついて記載しております。諸収入につきまし

ては、不納欠損額はございませんが、79ペー

ジの２段目の看護師等修学資金貸付金償還金

に収入未済額として270万円余を計上いたし

ております。これにつきましては、後ほど別

冊附属資料で御説明いたします。 

 80ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 ３段目、衛生費の公衆衛生総務費でござい

ます。 

 主な事業は、医師確保対策や医療施設の設

備整備に対する補助等でございます。４億14

5万円余の不用額が生じておりますが、その

主なものは、医療施設耐震化臨時特例基金事
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業でございます。本事業につきましては、国

の緊急経済対策に合わせ、県内の医療機関の

要望を取りまとめ、２月補正として予算化い

たしましたが、その後、予定していた事業の

一部が補助対象外経費と判断されたり、要望

事業の取り下げが行われたこと等により、最

終的な繰越額と２億8,374万円余の差が生じ

たものでございます。 

 そのほか、地域周産期中核病院等機能強化

事業等、補助事業における入札残等による所

要額の減等でございます。 

 なお、公衆衛生総務費には16億6,574万円

余の翌年度繰越額がございますが、詳細につ

きましては、後ほど別冊附属資料で御説明い

たします。 

 81ページをお願いいたします。 

 最下段、医薬費の医務費は、主に僻地にお

ける医療施設の運営費や設備整備に対し補助

を行うものでございます。 

 82ページをお願いいたします。 

 保健師等指導管理費は、看護師養成所等の

運営費など、看護職員の確保対策として取り

組む事業に対し補助等を行うものでございま

す。 

 不用額につきましては、医務費、保健師等

指導管理、いずれも不用額が所要見込み額を

下回ったこと等によるものでございます。 

 次に、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 恐れ入りますが、別冊附属資料の13ページ

をお願いいたします。 

 上２段の医療施設等施設・設備整備費及び

最下段の医療施設耐震化臨時特例基金事業に

つきましては、先ほど歳入の項目で御説明い

たしましたとおり、いずれも国の緊急経済対

策に係る事業で、国の内示のおくれ等によ

り、年度内の事業完了が困難となったため、

繰り越しを行ったものでございます。 

 なお、１段目の熊本南病院は10月に完了予

定でございます。２段目の玉名地域保健医療

センターは７月に事業を完了しております。

また、最下段の医療施設耐震化臨時特例基金

事業につきましては、基金の積み増しを行う

ものでございますが、７月に国の交付決定を

受け、積み立てを完了しております。３段目

の天草保健医療圏ヘリポート等施設整備事業

は、天草地域医療センターが行いますヘリポ

ートの整備等に対する補助でございますが、

入札の不調により工事着手がおくれ、繰り越

しを行ったものでございます。なお、７月に

事業は完了しております。 

 次に、収入未済について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の28ページをお願いいたし

ます。 

 看護師等修学資金貸付金償還金について、

270万円余が収入未済となっております。県

では、看護師の確保及び県内定着を図るた

め、看護師等修学資金として、看護学生の一

部に修学資金を貸与しておりますが、県外の

病院や200床以上の病院に就職した場合等に

ついては返還義務が生じることとなっており

ます。このうち、一部債務者について、就業

状況の悪化や病気等の理由で返還が経済的に

苦しいため、収入未済となっているものでご

ざいます。これまでも、本人が督促に応じな

い場合は、連帯保証人に対し、請求や督促を

行うなど、未収金の解消に向け鋭意取り組ん

でいるところでございます。 

 また、新規未収金の発生を防止するため、

新規貸与者全員に対して面接を行い、制度内

容の周知と意識づけの徹底を図っているとこ

ろでございます。引き続き収入未済金の発生

防止、早期回収に取り組んでまいります。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課の大塚でございます。よろしくお願い

いたします。着座にて説明させていただきま
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す。 

 まず、さきに行われました定期監査につき

ましては、公表事項はございません。 

 決算の概要につきまして説明をいたしま

す。 

 資料の83ページをお願いいたします。 

 歳入につきまして主なものを説明いたしま

す。 

 分担金及び負担金、国庫支出金、財産収入

ですが、いずれも不納欠損、収入未済額はご

ざいません。 

 次のページをお願いいたします。 

 繰入金、諸収入についても、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 なお、一番下の諸収入の下段、派遣職員負

担金の予算現額と収入済み額の差額177万円

余につきましては、後期高齢者医療広域連合

に派遣しております職員の共済組合負担金等

の増によるものでございます。 

 続きまして、歳出につきまして御説明いた

します。 

 85ページをお願いいたします。 

 歳出は、国民健康保険事業にかかわる費用

及び後期高齢者医療制度における県負担金等

に係る費用でございます。 

 中段の国民健康保険指導費の不用額3,099

万円余についてでございますが、備考欄の事

業概要の一番下の事業、国民健康保険制度安

定化対策事業、これは市町村財政の調整を行

う事業でございますが、財政調整の対象とな

ります80万円を超える医療費が見込みより少

なかったこと等によるものでございます。 

 下段の公衆衛生総務費の不用額101万9,000

円は、後期高齢者医療市町村助言等事業の経

費節減によるものでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○山内健康づくり推進課長 健康づくり推進

課の山内です。よろしくお願いします。着座

にて説明をさせていただきます。 

 定期監査の公表事項はありません。 

 それでは、健康づくり推進課の決算につい

て説明申し上げます。 

 まず、歳入について御説明します。 

 説明資料の86ページをお願いします。 

 使用料及び手数料について、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 次に、国庫支出金ですが、これも不納欠損

額、収入未済額はありませんが、予算現額と

収入済み額の差が大きなものを説明いたしま

す。 

 87ページの衛生費国庫補助金のうち、３段

目になりますが、特定疾患治療費補助につい

て、予算現額と収入済み額の差が５億1,832

万円余となっています。これは、国庫補助金

の交付額が所要額を下回ったことによるもの

です。特定疾患治療研究事業の事業費がふえ

る中で、毎年超過負担を強いられている状況

にあります。本来、国と県が２分の１ずつの

負担割合となっていますが、平成14年ごろか

ら、国の補助金については、本来国が負担す

べき額の半分から６割程度にとどまってお

り、平成24年度においても多額の超過負担が

生じております。この超過負担の解消に向

け、あらゆる機会を捉え、国に働きかけを行

っているところですが、去る８月21日の閣議

決定において、平成26年度をめどに、難病対

策に係る都道府県の超過負担の解消を図ると

ともに、公平かつ安定的な医療費助成の制度

を確立するため、必要な措置を講ずるものと

するとされております。 

 次に、88ページをお願いします。 

 中段の諸収入でございますが、不納欠損、

収入未済ともございません。 

 なお、最下段の市町村精算返納金において

297万円の予算現額と収入済み額の差がござ

いますが、これは、主に、国民健康保険特定

健康診査、保健指導県負担金の市町村返納分

によるものでございます。 
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 次に、歳出でございます。90ページをお願

いします。 

 衛生費につきまして、公衆衛生総務費の主

な事業は備考欄に記載しているとおりでござ

いますが、不用額の8,202万円余につきまし

ては、特定疾患治療費などの医療費の執行残

と原爆被害者に対する手当支給が当初見込み

額を下回ったことによる執行残でございま

す。 

 91ページの予防費です。これはハンセン病

に関する事業費でございます。不用額の310

万円余は、扶助費等の執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○今村薬務衛生課長 薬務衛生課の今村でご

ざいます。着座にて説明させていただきま

す。 

 まず、今年度の定期監査につきましては、

公表事項はございません。 

 決算の説明に移らせていただきます。 

 説明資料の92ページをお願いします。 

 歳入について、主なものを説明させていた

だきます。 

 まず、使用料、手数料についてでございま

すが、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 ２段目の薬務関係手数料の増は、主に登録

販売者試験などの件数が見込みよりも多かっ

たことによるものでございます。 

 ４段目の温泉関係手数料の減は、主に温泉

の利用許可申請などが見込みを下回ったこと

によるものでございます。 

 93ページをお願いします。 

 ２段目の国庫支出金についてでございます

が、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 一番下の段の国庫委託金の減は、主に後発

医薬品の安心使用、普及及び啓発等の薬価等

基準調査事務委託の事業費の確定による委託

料の減で、主に需用費、役務費等の経費の節

減によるものでございます。 

 次に、94ページをお願いします。 

 諸収入についてでございますが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 ２段目の治療血清売払代金の減は、特殊疾

病の発生が見込みよりも少なく、医療機関か

らの国有ワクチンに係る供給依頼額が見込み

額を下回ったことによるものでございます。 

 ３段目の雑入でございますが、これは、平

成13年度に献血を推進するための広告を委託

した広告会社が倒産し、契約不履行となった

ことによる違約金が収入未済となっておりま

したが、昨年度回収できたものでございま

す。 

 続きまして、歳出について主なものを説明

させていただきます。95ページをお願いしま

す。 

 ３段目の公衆衛生総務費について、不用額

236万円余が生じておりますが、これは、移

植医療推進支援事業において整備を予定して

いた医療機器を見直したことによりまして、

医療機関への補助所要額が見込みを下回った

ためでございます。 

 96ページをお願いいたします。 

 １段目の生活衛生指導費について、不用額

111万円が生じておりますが、これは旅費な

どの経費節減などによるものでございます。 

 ２段目の環境整備費の不用額68万円余につ

きましては、温泉利用許可等の申請件数が見

込みを下回ったことによりましての事務費の

執行残でございます。 

 最後に、97ページをお願いします。 

 薬務費について、不用額579万円余が生じ

ておりますが、これは、旅費、需用費などの

経費節減などによるものでございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 
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○松田三郎委員長 以上で説明が終わりまし

た。 

 この際、小杉先生の腰の調子もあります

し、執行部の皆さんのトイレ休憩も必要でし

ょうから、５分間休憩いたします。 

  午後２時31分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時38分開議 

○松田三郎委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 質疑を受けたいと思いますが、質疑はあり

ませんか。 

 

○前川收委員 決算全体の総括で見ると、不

用額が23億1,700万、かなりの額出ておりま

すが、健康福祉部は、かなり待ち受け的な予

算が多いからやむを得ないかなというふうに

思います。 

 それと、もう１つ目立つのが翌年度繰り越

しということですけれども、これも43億5,00

0万、実は、この前にありました総務委員会

のときにも指摘事項で私言ったんですけれど

も、今の予算の形態というんですかね、国の

予算の形態が当初予算で全ての予算を組むこ

となく、頻繁に、これはいつあるかわからな

いんですけれども、頻繁に経済対策その他の

補正予算というものが組まれておりまして、

私は、熊本県がその補正予算に対して積極的

に対応していただいていることを大変高く評

価しております。 

 それで、補正予算をうまく活用しようと思

えば、どうしても単年度主義の予算で、本来

４月から執行が始まっていいような予算立て

と、補正予算、年度途中、いつかわからない

という前提の中でとんと生まれてくる予算で

いくと、単年度主義にこだわって繰り越しを

使わずにやろうとすれば、年度内にはできま

せんと、できないから補正は手を挙げられな

いというような愚かなことはすべきじゃなく

て、やっぱりそれはちゃんと繰り越しを、事

故繰越、本当の事故の事故繰越ということじ

ゃなくて、こんなことを言うちゃいかぬかも

しれません。計画的繰り越しというんですか

ね、戦略的繰り越しというんですかね、そう

いうものをどんどん使ってもらいたいと思っ

ていまして、そもそも今の国の予算立てのや

り方をずっと見とけば、単年度主義がもう通

用しないと。だから、基金を使って基金でや

るという方法もありますけれども、基金に乗

らない部分もあって、やっぱりどうしても年

度内に事業をやらなきゃいけないということ

が、短い期間の中ででき上がらないという部

分については、今後も、遠慮なしに、ぜひ戦

略的に繰り越しを使ってもらえればと思って

います。 

 それから、もちろん、２年にわたる、３年

にわたるともう最初からわかっているやつ

は、債務負担設定をやるなり、もしくは繰越

明許をきちっとやるなりということをしても

らいたいと思っていますけれども、そういう

のが間に合わないとかということもあるでし

ょうし、そういう手続論にこだわり過ぎる

と、国の補正予算を活用するということに対

する支障になってしまうというふうに思いま

すので、この繰り越しの中身が全部今言った

内容に当たるかどうかは、ちょっと事故的な

ものももちろんあるとは思いますけれども、

説明を聞いた中では、ほとんどがそういった

補正予算対応等々による繰り越しですから、

一般的に決算委員会では繰り越すとけしから

ぬという話が多いと思っていますが、私は、

それは逆、今の時代はもう違うと思っており

まして、わかった上で計画的に繰り越すとい

うことは、県民の幸せのためには、より有利

な補正予算をたくさん活用するという前提に

おいては必要なことだというふうに思ってお

りますので、今後もぜひそういった活用をし

てもらえればと思います。 

 ちなみに、今、６兆円規模、実数では５兆

円になると思いますけれども、５兆円規模の
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補正予算というものの計画もあっているよう

でありますので、それらに向けた対応も含め

て、年度内にはどうせできませんと、これは

多分来年の通常国会で予算は通るんだろうと

思いますので、そこから始めて年度内なんて

できるはずがないことがたくさんあるわけで

ありますから、それでも手を挙げるという前

提から言えば、今言ったような戦略的に繰り

越しをする前提で手を挙げていくということ

以外にはないというふうに思いますので、ぜ

ひそのようにしていただきたいというふうに

思いますが、改めて、この翌年度繰り越しの

部分の主な理由についてと、それから、多額

の不用額は、待ち受けとは思います、だから

とは思いますけれども、改めて、総括的にお

話を伺えればと思います。 

 

○古閑健康福祉政策課長 もう前川委員のほ

うから分析等も御発言いただきましたのであ

れですけれども、特に繰り越しにつきまして

は、平成22年度以降、かなりふえてきており

ます。この要因としましては、今、前川委員

御指摘がございましたけれども、国の経済対

策への対応というのが主たる要因の一つにな

っております。 

 今委員御指摘のように、県では、対策に向

けまして、早期実施を目標としまして、いわ

ば繰り越しを前提にある程度しながら、補正

予算で積極的に計上してきたというような経

緯がございます。そのようなところで、21年

度から繰越額がふえてきている状況にあると

いうことでございます。 

 ちなみに、平成24年度、今回決算で43億ぐ

らいの繰越額となっております。 

 あと、不用額につきましても同様でござい

まして、主な原因としましては、これも、前

川委員御指摘のように、特に福祉関係、扶助

費がございますので、予算不足とならないよ

うに、あらかじめ、リスクといいますか、そ

ういうものを見込んである程度予算を組んで

いるという状況が１つと、あわせまして、こ

の経済対策の関係で、結果、繰越分も含めた

ところでの不用額が生じているというところ

でございます。 

 

○前川收委員 あえてわかってて聞いている

んですけれども、一般的に決算委員会の総括

ができて、指摘事項の中で、繰り越しけしか

らぬという話が例年よく出ていると思います

けれども、そうなると、皆さん方が予算執行

していこうとか、予算をとりにいこうとする

ときに、一つの足かせになってしまうと思い

ますので、私はあえて、ぜひ、どんどん計画

的に繰り越すという前提を考えてもらいたい

ということ。 

 それから、さっきも言ったとおりですけれ

ども、従来と違って、これはプライマリーバ

ランスの問題があると思いますけれども、国

の予算の。結局最初から組めないという予

算、これがかなりあります。一時期、基金に

全部移してしまって、恒常的な予算まで基金

に入れてやっていたと。本来これは当初予算

で組むべき予算なのに、基金に入れ込んでや

ってきたという国の当初予算の予算の見せ方

の問題もあって、まともに全部組んじゃうと

プライマリーバランス崩しちゃうんで、そこ

は崩さないけれども、後で補正で担保してい

くというんですかね、補塡していくというや

り方が、今の予算立てのやり方としては非常

に多いような気がしまして、本来それは少し

おかしいんじゃないかとは思いますけれど

も、とはいってもやむを得ないという部分も

ございますので、ぜひ積極的にそういった補

正予算等々の活用を図るという前提で、従来

のような４月から３月31日という単年度的な

頭の考え方はもう既にとれていると、熊本県

は、と思いますけれども、とってやっていた

だきたいということを改めて申し上げまし

て、私の質問終わりたいと思います。 
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○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩中伸司委員 今のはちょっと私も政権の

立場で。 

 今、経済対策の問題で、この予算執行分に

ついても私はやっぱりもっと慎重にやってい

くべき――ただ、県民の生活、いろんなやつ

に必要な事業は、日ごろから皆さん方も努力

をされて、どこで、やっぱりどう手当てをし

ていくのかということは検討されながら、残

念ながら財政事情でできないというのがたく

さんあるとは思うんですね。 

 私は、やっぱりそのことは非常に大事なこ

とですけれども、今、前川委員から述べられ

たような形で繰り越しを前提とするという

か、翌年そんな形で問題意識を持っていった

ら――要らぬ心配かもしれんけれども、国、

地方合わせての借金というのがもう膨れ上が

っている状況です。県も結構あるんですけれ

ども、計算すると、１秒間に150万円ぐらい

ずっと積み上げられているんですね、今もう

刻々と。こうしゃべっている間にも何百万か

借金がふえている現状の中で、本当にそこら

辺も少しやっぱり考えながら、国の経済対策

が、経済対策と銘打って、いろんな形で多額

の金額が県あたりもおろされてくるんです

が、その対応に追われていくというふうな現

状も私は出てくると思うんですね。ことしの

２月ですか、800億を超えるような、そんな

対応に追われる県庁内の職員の皆さんの姿を

見とっと、やっぱりもう少し慎重に年度当初

に計画を立ててやるべきが正常な姿じゃない

かというふうに思うんですね。 

 ですから、やっぱりそこら辺は慎重に。執

行部としては、前川委員のような発言、意見

が非常に都合がいいと思うんですけれども、

そうじゃないところもきちんと考えていくべ

きじゃないかというふうに思っていますの

で、一言だけ、私の意見だけ申し上げておき

ます。 

 

○ 前川收委員 確かに、岩中委員の御意見

が全く外れているとは思っていません

で、かなり大変な仕事だろうと思いま

す。ただ、認識として持つべき部分は、

名前は補正予算、経済対策となってて

も、本来当初で組むべき恒常的な予算ま

で当初で組まれずに補正に回されている

部分があるという――事業課関係の予算

は特にそれが多いと思って私見ています

けれども、ということは、そこをとりに

いかないと、ふだんの分のベースまでと

れなくなると、できなくなるというこ

と、これがかなりあると思います。 

 ３年前の基金事業、これは、本来全く一般

事業で年度当初組まれていたやつが、基金と

いう名前で補正予算で組まれてしまったんで

すね。だから、それをとっとかないと、去年

までできていたことが、ことしはできないと

いうことにまでなってしまうというぐらい

に、国の予算の立て方がかなり変わっている

ということを、詳細見きわめながら、しっか

り対応してもらいたいというふうに思ってお

ります。全部じゃないんですね。経済対策と

いう名のもとに、囲みは一緒です。ところ

が、これは、本来経済対策じゃなくて毎年や

っている話ですよという部分と本当に経済効

果が出るプラスアルファの部分と、これが混

在していると、予算の中には、という意識を

持ってやってもらえればというふうに思いま

す。 

 答えは要りません。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 説明資料の20ページですけれ

ども、ＢＳＥ検査に伴う検査器具、消耗品の

購入実績減による減とありますけれども、具

体的には、20カ月以上のやつは全頭検査とい

うことで、食肉の牛肉の安全というのに寄与
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しとったわけなんですけれども、それが、今

現在、どれだけ減って、もう今完全にないの

か、そういった具体的なデータありますか。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 ＢＳＥ検査につきましては、ことしの７月

１日から、これまで全頭検査でやっていたも

のを、48カ月超え以上のものに変更をしてお

ります。ちょっと具体的な頭数は正確に持た

ないんですけれども、県分で約４万頭ぐら

い、３万8,000頭ぐらい牛を屠畜しているん

ですけれども、そのうちの48カ月未満はおお

むね15％程度と――済みません、逆です、48

カ月超え以上が15％以上で、48カ月未満のも

のが残りの85％ぐらいの月齢のものになって

おります。 

 先ほど、この執行残は、ＢＳＥ検査器具と

か、予算見積もりするときと実際に入札して

納入していただいたやつの単価差が、ちょっ

と大きい単価差が出ましたので、たまたまそ

ういった執行残が出たというのが主なもので

ございます。 

 

○磯田毅委員 これまで、検査、20カ月以上

のはしとったと、それは何％ぐらいですか

ね、４万数千頭のうち。それは大分少なくな

ったということでしょう。 

 

○一健康危機管理課長 48カ月超え以上が14

とか15％程度でございますので――済みませ

ん、ちょっと20カ月齢で何％というのちょっ

とこっち……。 

 

○磯田毅委員 きょうの新聞にちょっと載っ

ていたわけなんですけれども、重要５品目、

それがどうも外される検討が今なされ始めた

ということで、非常に食の安全という面では

私は心配しているわけなんですね。 

 つい最近買った本の中に、実は、ＮＨＫ―

―ここに本会議来るときに、ＮＨＫの総合で

宣伝されとった「(株)貧困大国アメリカ」と

いう本があるんですけれども、その中で、や

っぱりアメリカの食肉検査とか、そういうも

のが農業の工業化、要するに、それまで数千

頭だった農家が、もう数万頭、数十万頭とい

うような、どんどんどんどん規模が大きくな

るにつれて、そういう検査が少なくなってい

く、緩和されていくというのがあって、果た

して、アメリカみたいに１万頭、２万頭の飼

育だと、なかなかいつ生まれたというのがわ

からない、チェックがきかないわけですね。

ところが、日本は、まだそういう段階、一頭

一頭のトレーサビリティーというのが今あっ

て、比較的私は安全だと思っていますけれど

も、そういうのが少しずつ緩和されてくる中

で、そういったものが薄まっていくと、安全

性が薄まっていくというのは、やっぱりちょ

っと困るなということから聞いたわけなんで

すけれども、まあ、そういう入札によって安

くなったという分がそれだけなら構わないん

ですけれども、これから先、48カ月というの

は、普通はもう年寄りの牛でしょう。そうい

うのを30カ月ぐらいが中心とすると、そうい

ったものの検査がないとすれば、何か大丈夫

かなというのがあって、そういうこと聞きま

したけれども。 

 

○松田三郎委員長 後ほど、今までの割合、

今わからないという分は報告しといてくださ

い、磯田委員に。 

 

○一健康危機管理課長 わかりました。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○氷室雄一郎委員 ちょっと僕気になったこ

とがあるんですけれども、御説明をいただい

たんですけれども、さあっと行かれましたけ

れども、高齢者支援課の26ページですかね、
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この各種団体精算返納金というところがござ

いますが、予算現額と収入済み額との比較の

中で、その差、財源の誤りというところ、何

かばあっと説明されたんですけれども、ちょ

っとわかりやすく、どういうことなんでしょ

うか。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 この4,460万7,000円につきましては、ま

ず、23年度から24年度に繰り越しました介護

基盤緊急整備等臨時特例基金事業、つまり、

特別養護老人ホームとかをつくる事業の分で

ございます。それを24に繰り越しましたの

で、繰越金として歳入が組まれておりまし

た。それを執行するに当たりまして、執行残

といいますか、不用額が生じた。繰り越しで

すので、原則、一般的には、繰り越したもの

につきましては、翌年度執行済みというのが

一般的でございますが、特別な事情で繰り越

したにもかかわらず、執行できなかった予算

が発生したと。それにつきましては、不用に

なったわけですから、歳出予算として整備費

からもとの基金のほうに繰り戻すという予算

を２月補正で行う必要があったと。 

 それにつきましては、歳出予算につきまし

ては、繰り戻すという予算をちゃんとやって

おります。そのときに不用額ということで残

っていたわけですけれども、繰越金ですから

相手方に予算執行をしてしまったという勘違

いをしまして、相手方に予算執行しています

ので、それを受け入れる予算が必要だという

ことで、ここの各種団体精算返納金でそれを

予算を組んでしまったと。実際は予算執行せ

ずに不用額として残っていましたので、それ

はもう何もせずに、本来歳入予算組む必要が

なかったという意味でございます。 

 実際、繰り越して執行できなかったという

のが１件あったわけでございますが、23年度

に交付決定はしておりましたけれども、具体

的には、益城町で予定されていた小規模介護

の事業所の整備の予算でございました。益城

町が補助先でございます。益城町のほうは、

24年度に必ず整備を行うということで、県と

しましては繰り越しをしたと。益城町が、年

度明けまして、昨年の５月、６月の状態でご

ざいますが、予定した――益城町がさらに間

接補助事業者に補助するわけでございます

が、その補助事業先が予定していた土地の用

地の取得が困難という事態になったというこ

とで、4,400万程度の執行残が生じてしまっ

たということでございます。 

 当然もう担当のほうが繰越分は執行済み

と、歳出予算でもう執行しているということ

で、ちょっと勘違いをしまして、その分の受

け戻しの歳入予算を組んでしまったというこ

とでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 非常に難しい説明でした

けれども、どっか迷惑をこうむったとか、あ

るいは非常に厳しい状況になったということ

はないんですか。ただ処理上の問題で何もあ

りませんでしたと。こういう操作は簡単にで

きるんでしょうけれども、何でそう……。 

 

○松田三郎委員長 実害がなかったかどうか

という……。 

 

○氷室雄一郎委員 そういうことですね。 

 

○中島高齢者支援課長 実害はございませ

ん。24年度の歳入予算としては繰越金で入っ

てきたものが、事業費として歳出されたもの

と余った分については、基金のほうに繰り戻

しされたということで、収支はそこで整合性

とれております。ただ、歳入予算のこの組む

べきでなかった4,400万についてが浮いた状

態でございますが、本来歳入予算とすべきも

のじゃありませんでしたので、調定も行われ

ていませんし、本来歳入が予定されていない
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ということで、不納欠損でありますとか、収

入未済額にも上がりませんので、表面上歳入

予算が過剰に組まれたということでございま

して、実害は出ておりません。 

 

○氷室雄一郎委員 実害はないと。しかし、

こういう単純なミスなのか、それとも、これ

は、こういう憂慮、こういうことがあっては

ならないことなのかと、それだけ。 

 

○中島高齢者支援課長 事態は、単純なミス

といえばミスでございますが、そのチェック

ができなかったということで大変反省してお

りまして、今後、管理者含めてチェック体制

を整えていくつもりでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 もう大体こういういろん

な項目といいますか、こういうものが出てき

たこと自体、私は初めてのケースでございま

すので、よく説明は今受けましたけれども、

私たちは専門的なことについては知識はござ

いませんけれども、今おっしゃったように、

単純ミスじゃなくて、重たいと言っちゃいけ

ませんけれども、ミスったということと捉え

てよろしいんですかね。今後こういうことが

あってはならないような事態なんですか。 

 

○中島高齢者支援課長 もちろん担当者の誤

解――繰越分はほとんど執行されると、執行

されて当たり前だという認識で行われたもの

とは思いますが、必ずしも繰越予算でも執行

残として残るということがあり得るという前

提に立ちますと誤りでありますし、その辺の

チェックができなかったということでござい

ます。 

 本来こういう予算というのはあり得ないわ

けでございますので、二度とこういうことが

発生しないように、担当はもちろん、管理者

含めてその辺の再発防止に努めたいと思って

おります。 

 

○松田三郎委員長 結局、この法人は整備は

できたんだろうか。 

 

○中島高齢者支援課長 できておりません。 

 

○松田三郎委員長 できておりません、とい

うことは、またいずれ――すぐにはでけぬと

でしょうが、また一から申請ということにな

るんですか。 

 

○中島高齢者支援課長 益城町の小規模多機

能につきましては、結果的にこの後も、今年

度含めまして、計画が今宙に浮いている状態

でございまして、もともとは、ちょっと地元

の社会福祉法人じゃない社会福祉法人が予定

されていましたけれども、今後、町としまし

ては、介護保険の事業支援計画にのっとった

形で、土地をかえて、どなたか参入されると

いうことがあれば、計画上は、今年度から来

年度にかけて整備は可能かと思います。た

だ、具体的な話には今まだなっておりませ

ん。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○小杉直委員 氷室委員の質問にちょっと関

連してきますけれども、高齢者支援課長に、

附属資料の５ページ、上から３段目と４段目

に1,080万円ですが、熊本市が補助する間接

補助事業者の施設整備がおくれたことから、

開設予定日もずれ込むことになり、年度内で

の事業完了が困難となったために繰り越し理

由と書いてありますが、これは、私が知る限

りでは、関係者は一生懸命年度内に開設準

備、整備をする関係者が多いと聞いておりま

すが、この２件は、どういう理由だったんで

すかな、私には簡単な答弁で結構ですが。 

 

○中島高齢者支援課長 基本的には、５ペー
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ジの施設開設準備経費につきましては、施設

の開設日以前６カ月間の準備経費が対象にな

るところでございます。そういうこともござ

いまして、まず施設開設自体につきまして

が、２ページから４ページにかけまして、そ

れぞれ施設整備がおくれたという状況がござ

いまして、それに伴いまして、施設開設準備

のほうも自動的におくれたという状況でござ

います。 

 

○小杉直委員 だけん、それはわかるわけで

すが、このグループホームの開設事業者あた

りは、年度内に一生懸命するという関係者が

多いというふうに私は認識しとるわけです

が、この２件は、それがおくれたということ

ですが、どういう理由だったんでしょうか

ね、開設準備者のおくれは。 

 

○中島高齢者支援課長 ５ページの下から２

つ目、95％になっておりますが、通常のグル

ープホームでありますと、補助3,000万です

が、基本的には一軒家の整備ということで、

いわゆる整備期間が非常に短いといいます

か、数カ月でございます。この下から２行目

のグループホームにつきましては、８階建て

の一部につきまして、それをグループホーム

として開設するということで、いわゆる８階

建てのビルの一角でございますので、整備期

間が当然長いということで、それに伴って開

設がおくれたという状況でございます。 

 

○小杉直委員 なら、その下から２段目はわ

かったばってんが、100％の３段目はどうい

う理由だろうか。 

 

○中島高齢者支援課長 これにつきまして

も、100％、ことしの５月に開所しておりま

して、完成しておりまして、基本的には熊本

市のほうで公募されて、採択されて、それか

ら事業者のほうで着工されていくということ

で、もともと市のほうでの公募期間が必要だ

ったり、そういう時間がありまして、結果的

に年度を超えているという状況かと認識して

おります。 

 

○小杉直委員 100％でもう終わっとるとい

うことですが、この1,080万という原資とい

いますか、これはどこの原資になっとですか

な。 

 

○中島高齢者支援課長 全て基金事業でござ

いまして、国からの基金事業でございます。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 なら、もう一点だけ。健康危機管理課長、

説明資料の18ページ、犬の返還費負担金とい

うふうな科目がありますが、この備考欄に法

律違反対象4,000円となっとるですたいね、

この法律違反対象という、この法律違反とい

うのはどういう中身ですかな。 

 

○一健康危機管理課長 法律名は狂犬病予防

法であります。第６条に規定がありまして、

犬は、市町村で登録受けて首の輪に鑑札をつ

けます。また、予防注射を受けてくださいと

いうことで注射済票を受けます。そして、あ

と、放浪犬なら係留します。ただ、このやつ

について登録を受けて、鑑札をつくってなか

ったと、未係留な状態だったけん、放浪犬、

いわゆる野犬に近い放浪犬ということで保健

所が捕獲をしたと。その後所有者があらわれ

て返してくださいと。その経費として１頭当

たり4,000円下さいというシステムになって

いるものです。 

 

○小杉直委員 わかりました。結構です。 

 

○松田三郎委員長 ほかに。 

 

○小早川宗弘委員 別添資料19ページですけ
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れども、この未収金の対策について、この四

角囲みの滞納処分等というふうなことで、こ

こで差押予告書というのを送付されたという

ふうなことで、これ、差押予告書というの

は、これは法的手段措置の一歩手前なのかど

うかということとか、この性質ですけれど

も、これ、簡単にできるものなのかどうかと

いうことと、あと、差押予告書送付者40名送

付されたということで、22名が分納で13名が

交渉というふうなことで、合計35名、何らか

の行動をとられているということで、結構効

果があるのかなというふうに一般的には思い

ますけれども、９名の人たちはそのままとい

うふうなことで、これ、差押予告書というの

は、送付というのは簡単にできるのかどう

か、費用がかからないのかどうか、それと、

ほかの課でも同じ未収金対策をやられている

と思いますけれども、この差押予告書という

のは送付されてないと思うんですけれども、

ほかの課は、こういう取り組みをされないの

かどうかというのをちょっと教えてくださ

い。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 この19ページに記載しておりますのは児童

保護費負担金の件でございます。冒頭の部長

の説明にもあったと思いますが、こういう未

収金の種類の中に、強制徴収公債権とそうで

ないものに大きく分かれます。強制徴収公債

権というのは、県税などがそうですけれど

も、裁判所の力を得ずに差し押さえができる

という債権でございます。したがいまして、

この児童保護費負担金につきましては、そう

いう裁判所の力をかりずに強制的にできます

ので、滞納されている方に一応財産調査をし

まして、その中で、比較的滞納が高額で、か

つ滞納額に見合った預金等があるといった者

に対して差押予告書、これも法的に効力があ

るものですけれども、これを送付したという

ことでございます。この中で、このとき預金

調査を行ったのが266名分おりますけれど

も、そのうちに、今申しましたように、対象

者が約40名でしたので、その方に送ったとい

うことでございまして、非常にここにも数字

出しておりますように効果はあるというふう

に思っております。 

 

○小早川宗弘委員 そのほかの社会福祉課の

生活保護だとか、子ども未来課の児童保護負

担金だとか、あるいは同じく子ども家庭福祉

課の母子寡婦貸付金の返還とか、そういうの

はできないんですね、要するに。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 説明不足で済み

ませんでした。 

 例えば、当課で申しますと、母子寡婦福祉

資金貸付金、それから児童扶養手当返納金、

これは、今申しました強制的に取れる債権で

はございませんので、もしやろうとするなら

ば、手続はありますけれども、最終的には裁

判所の手続を経てやることになりますので、

ちょっと手間がかかるといった状況になって

いまして、今のところは地道に交渉で取って

いくという方法をとっております。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 生活保護費の返還徴収金につきましては、

これは非強制徴収公債権ということでござい

まして、この催告の差押予告書、これは出せ

ないというふうになっております。 

 ただ、若干補足いたしますと、昨年のこの

委員会で、生活保護法の規定の中で刑事告発

ができる旨の規定がございます。それにつき

ましては、２年ほど前から厚生労働省が告発

の基準をつくるということで申しておりまし

たが、今その動きが止まっております。た

だ、そのかわりに、この秋の臨時国会に再提

出される予定の改正生活保護法案、これにお
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きまして、制度の信頼性を維持するために、

徴収強化を図るという旨の改正が予定されて

おりまして、例えば罰則の強化とか、関係機

関への強制調査権を設けるとかいったものの

ほかに、この債権の徴収について、国税徴収

法の例によるという条項が案に盛り込まれて

いるところでございます。 

 そういう動きを踏まえて、生活保護費の返

還徴収金については徴収に当たっていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 私どもは、未熟児養育医療費負担金を担当

しておりますけれども、これも、母子保健法

のほうで滞納処分ができるということで、強

制徴収できることになっています。ただ、子

供の医療費というのは無料にすべきじゃない

かという世論がある中で、今のところやった

実績はございません。 

 全国調査しましたけれども、これを滞納処

分した例はございませんでした。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。 

 結構悪質な滞納者という方もいらっしゃる

と思いますので、そこは対策を十分に強化し

ていただきたいと思います。 

 

○前川收委員 小さなことなんですけれど

も、８ページの健康福祉政策課、一般管理費

の中の交際費５万3,000円という交際費とい

うのを珍しゅう見たなと、もう行政用語には

交際費なんてなくなっていると思っていたん

ですけれども――小杉先生も多分気になられ

ると思いますけれども、珍しく見たと思って

いまして、この内容について――私は別に交

際費が悪いと思っているわけじゃないんです

けれども、やっぱり必要な部分は使ってもら

いたいと。今必要な部分というのはどういう

ものかと思って、ちょっと教えてください。 

 

○古閑健康福祉政策課長 昨年度執行してお

ります主なものをといいますか、例えば、さ

わやか長寿財団の20周年記念に部長が出席し

た際の負担金とか、あと、九州私立保育園の

熊本大会の開会式あたりの臨席に当たっての

負担金とか、そういうもので、あと、一部、

団体の会長さんがお亡くなりになられたとき

の香典といいますか、そういったものに充て

ております。 

 

○前川收委員 ということは、別に健康福祉

部の特別な予算ではないですね。ほかの、こ

の間総務と知事公室を見ましたけれども、こ

ういう品目で出ているのは、たしか多分、覚

えてないんですけれども、なかったと思いま

すけれども。 

 

○古閑健康福祉政策課長 多分、この備考欄

の事業の概要の書き方で、もしかしたら交際

費まで記載がない部があったのかと思いま

す。 

 

○前川收委員 わかりました。必要なものは

どんどん使ってください。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○杉浦康治委員 25ページなんですけれど

も、まず介護職員処遇改善等臨時特例基金と

いうのを、済みません、ちょっとざあっと教

えていただければと思いますけれども。 

 

○中島高齢者支援課長 25ページの介護職員

処遇改善等臨時特例基金ということでござい

ますが、これにつきましては、歳出のほう

で、28ページをごらんいただきたいと思いま

す。28ページの備考欄の４行目に介護職員処
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遇改善交付金事業というのがございます。ま

ず、この事業に１つ当たっておりまして、も

う一つが、上から２番目の施設開設準備経費

助成特別対策事業、これに当たる基金でござ

います。 

 まず、４行目の介護職員処遇改善交付金事

業につきましては、４億4,600万円余を決算

で上げておりますが、平成21年度から始まり

ました介護職員処遇改善のための交付金が基

金のほうで積まれまして、各都道府県のほう

で介護保険の事業者で介護に当たる介護職員

の処遇改善のための交付金制度ができまし

て、21年度から23年度にかけて事業が実施さ

れております。その際、大体平均しまして、

県内の９割弱の事業所がこの交付金事業を使

って賃金を引き上げたということで、平均

で、月額で１万5,500円相当がこの交付金事

業で処遇されたということでございます。 

 23年度までと申し上げましたけれども、こ

の24年度決算で４億4,600万円余執行してお

りますが、平成24年の２月、３月分を24年の

４月、５月に請求があった関係で、24年度の

支出、歳出で２カ月分の予算化をしていたと

いうことで、24年度予算にも４億4,600万円

余が支出されていると。ですから、これ、２

カ月分でございますので、１年間丸々であれ

ば、27億とか、28億程度の事業でございまし

た。 

 この処遇改善交付金につきましては23年度

で廃止されまして、24年４月からの介護報酬

の改定の中で介護職員処遇改善加算という制

度が新設されました。ですから、事業者は、

介護報酬を請求する際に、処遇改善の加算制

度を使って交付金と同じような形の請求が行

われているという状況、今も介護報酬の加算

制度で、24年度から、これは臨時的措置とさ

れておりまして、24、25、26の３カ年間はそ

れでいくという時限的に行われております。 

 それから、前の25ページのこの基金事業に

つきましては、介護職員処遇改善等というこ

とで、等がついておりまして、その等が、28

ページの２行目の施設開設準備経費助成特別

対策事業ということで、先ほど申し上げまし

た特別養護老人ホームとか、グループホーム

とか、小規模多機能事業所が開設する際に、

開設前６カ月の開設準備経費、例えば職員の

採用後の人件費でありますとか研修費、それ

から一定のベッド等の備品あたり、１床当た

り60万円の助成があるということでございま

して、その分の予算でございます。 

 以上でございます。 

 

○杉浦康治委員 済みません、大変丁寧に答

えていただいたので、大体何となくわかりま

したけれども、字面見ると、従来から言われ

ていた、非常にきつい職場だと、定着率も悪

いと、雇用の全体の受け皿としては大きいも

のがあるよというようなお話もよく聞いてお

りましたので、できれば、絶対額としては結

構大きい額になる、全体の割合からすると小

さいんですけれども、使い切るような、ある

いは事業者のほうへの９割というふうなお話

もありましたけれども、啓発啓蒙というのを

徹底していただけるとありがたいなというふ

うに思いましたので、ちょっとお話をお聞き

しました。 

 

○松田三郎委員長 課長、簡潔にお願いいた

します。 

 

○中島高齢者支援課長 ６月に介護保険事業

者を全て集めた集団指導というのを行ってお

りまして、その中で、ぜひ加算制度を使うよ

うにお願いしたところでございます。そうい

う機会を通じて周知、広報に努めたいと思っ

ております。 

 

○松田三郎委員長 ようできました。 

 医療政策課にちょっとお尋ねしますけれど

も、この主要な施策の成果の中の24年度、20
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ページの(4)の中、看護職員の確保、これ

は、医師確保と同じくというか、それ以上に

かなりピンチであると。県の看護協会からも

たびたびそういう要望もいただいておりまし

て、ここに書いてありますように、潜在看護

職員と。こういう言葉もここ１～２年聞くよ

うになりまして、恐らく資格は持っているけ

れども今現場に立っていらっしゃらない、例

えば出産や育児等々で何年かどうしても現場

を離れなければならないと。そういった方に

聞きますと、医療というのは、現場は日進月

歩で、数年ブランクがあると、例えば知識と

か、技能とか、職場環境とかで、なかなか患

者さんと接するには非常に怖い、恐怖心等も

あると。だからぜひ、なれるような研修をお

願いしたいということで、ここにも早速取り

組んでいただいているわけでしょうが、24年

度が、これは多分延べだと思いますが、受講

生が26名ということで、大体何回ぐらいなさ

るものなのかとか、あと、25年度はちょっと

ふえたのか、そして、できれば、この中から

再就職なさった方が何人ぐらいいらっしゃる

かというのがフォローしてあるのかなと思い

ましたので、その３点、わかる範囲で結構で

ございます。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 今委員長がおっしゃるとおり、看護職員の

確保というのは非常に大きな問題になってお

りまして、各病院ともその確保に苦労されて

いるところでございます。そういった中で、

正確な数字じゃございませんけれども、潜在

看護職員というのが大体１万人ぐらい県内で

もいらっしゃるんじゃないかというふうに言

われております。これは、済みません、正確

な数字じゃございませんけれども、そういっ

たことで、今度の社会保障改革の中でも登録

制とかいうようなお話も出てきているという

のはそういったところからでございまして、

そういった方を積極的に、ぜひ資格を活用し

ていただきたいということで、現在看護協会

のほうにお願いをいたしまして、再教育とい

いますか、研修を行っていただいているとこ

ろでございます。これは、座学と、受け入れ

病院を探していただきまして、簡単な、そん

なに長期間じゃございませんけれども、全体

で５日間ぐらいですけれども、現場での――

電子カルテが導入されたりとか、やはり、先

ほど委員長がお話しありましたとおり、機器

がかなりやっぱり昔とは違っているとか、そ

ういったことがございますので、そういった

ものを経験していただくというようなこと

で、座学と研修と合わせた形で実施をしてお

ります。 

 それで、数字的には、去年が、ちょっと正

確な数字が今見つけられませんが、23年度が

46名ほどたしか受けられておりまして、その

うち、パーセントで45％ぐらい、両方とも、

昨年度も割合にして45％ぐらいの数が復職を

されているという形になっております。 

 ただ、追い方が、ずっと追っているわけじ

ゃございませんで、ちょっとそれ以降に就職

された方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、大体５割弱の方が、この講習を受けら

れた方はそういった形で復職されておりま

す。受けられる方は、そういったやっぱり復

職に対する意欲も当然高いということが言え

るのかと思います。 

 そういったことで、去年は熊本だけじゃな

く――熊本にまで来ていただくと、なかなか

厳しいということで、昨年は天草のほうでも

開催をいたしまして、これにも10何名の方が

参加いただいておる。そこの復職者数はちょ

っとわかりません。 

 そういった形で、今看護協会のほうとは、

熊本とそれから何カ所か場所を分けて開催す

るというような形で、ちょっと地道な取り組

みではございますけれども、復職支援に取り

組んでいきたいというふうに、相談をしなが
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ら進めているところでございます。 

 数字はまた、済みません、改めて……。 

 

○松田三郎委員長 主に、じゃあ看護協会へ

の委託費といいますか、が主になるわけです

ね。 

 

○三角医療政策課長 そうでございます。 

 

○松田三郎委員長 同じような状況は、例え

ば女性医師とか、潜在的女性医師と言うかど

うか別としまして、あるいは保育士なんかも

よく聞く話でございますので、そういったこ

とは非常にいい試みだと思いますので、引き

続きお願いしたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 

○小早川宗弘委員 本編のほうの46ページ

で、障害者福祉費170万の予算ですけれど

も、これ、発達障がい児早期発見・早期支援

事業、大体６割ぐらいしか使ってないという

ふうなことで、4.5割ぐらいは不用額という

ふうなことで、何かこの発達障害の対策がお

くれているんではないかとか、進んでいない

のではないかというふうに、この予算の執行

状況から、そういうふうな判断をせざるを得

ないなというふうに思いますけれども、その

辺はどういうふうな、なぜこの70万ぐらい残

ったとか、75万ぐらい残ったとかというのを

聞かせてください。 

 

○中園子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 発達障がい児の早期発見・早期支援事業に

つきましては、唯一発達障害の関係で子ども

未来課がやっております。24年度につきまし

ては、保健師さん向けのマニュアルとそれか

ら乳児健診で使う問診票のモデルをつくりま

した。残りました理由は印刷費、印刷費がか

なり入札で安く済んだということでありまし

て、事務的には全く滞らずにやっておりま

す。 

 

○小早川宗弘委員 発達障害の早期発見、早

期支援というのは、私もずっと委員活動を通

して力を入れてきておりますし、社会的にも

急務な問題だというふうに、喫緊の課題だと

いうふうに思いますので、ちゃんと予算がつ

いとるもんですから、しっかりと、まあ、余

りそうだったら違う対策をやるとか、研修

を、一人でも何か外部講師を呼んで勉強会を

するとか、そういうふうにしっかりと使って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 40ページの社会福祉課、生

活保護関係で、最近非常に、徴収の面じゃな

くて、現状でいけば、ここで不用額は5,224

万円ですが、全体的な経費が多いということ

で、現状では、今熊本県内では保護率が14.3

％というふうなことで示してありますけれど

も、この生活保護がずっとこの間うなぎ登り

に多くなっているように聞きますし、そうい

う統計だろうと思いますが、熊本県もそうい

う現状ですよね。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 今委員の御質問に答えて、本県の状況をと

いうことでございますが、全国的に、特に平

成20年秋のリーマン・ショック以降、保護世

帯、大変ふえております。国費というか、全

国での生活保護費がもう４兆に届こうかとい

うところで、たしか今年度予算で3.9兆円、

全国ではあります。 

 本県の場合、県は31億ということなんです

けれども、熊本市まで入れると、これが桁が

違って300数十億とか、そういう桁になって

います。これはなぜふえているかというと、

先ほどの繰り返しになりますが、リーマン・
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ショック以降の不景気、ここから被保護世帯

がふえておりまして、本県も連動するような

形でふえ続けているという状況にあります。 

 それと、そのふえ続けている中で保護世帯

の性質別の内訳を見ますと、多いのは高齢者

世帯、どういう方かというと、最低年金で、

資産を売り払ったりしても最低水準の暮らし

ができない方々、あるいは無年金の方々、こ

ういった高齢者の方々がふえてきたり、一番

問題になっておりますのは、本県の場合、熊

本市も入れた１万9,000世帯のうちの15％程

度になるんですけれども、いわゆる稼働年齢

層、18歳から64歳までを指しますけれども、

稼働年齢層を含むその他の世帯の増加、これ

がこの４～５年でも４倍程度になっていると

いうことです。 

 稼働年齢層を含むその他の世帯ということ

は、働く能力が肉体的にはあるにもかかわら

ず、働けない、それはなぜかというと、もち

ろん職がないと、40代、50代の方々について

は職がないということがあるんですけれど

も、あと、若い方々については、いわゆるコ

ミュニケーション力がうまくついてなくて、

そこで職場とマッチングができないとか、仕

事につけないという問題があります。 

 そこで、国が、今度、生活保護制度の見直

しとして、生活保護法の改正とともに、生活

者自立支援法案、これは今度の秋の臨時国会

に再提出いたしますが、もちろん、制度の信

頼性を確保する、不正受給対策を強化する一

方で、特に生活保護受給者の自立就労の支

援、これを強く押し出しているところであり

まして、本県もその方向で考えていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 大変深刻な問題と思うんで

すね。特に、今説明ございましたが、働ける

年齢層で非常に生活保護がふえているという

ところについては、これは、社会的な、経済

的な、いろんなやっぱり社会の動向が一番原

因じゃないかというふうに思うんですね。 

 これ、聞いてみれば、全県下でもいろいろ

ばらつきがあるんですが、私が住んでいる荒

尾市なんか特にひどいらしくて、正確な数字

は聞いてないんですが、この前ちらっと聞い

たところによると、４人に１人ぐらいは生活

保護じゃないかというふうな話もあったんで

すが、それはちょっとひど過ぎるなと思った

んですけれども、9,000人前後ぐらいおるぞ

というふうな、それは違うぞと私は言ったん

ですが、全県下見ても、一番ひどいところと

いうのは、何か統計資料の中では、保護率、

県全体では14％ぐらいですが、20％ぐらいと

かもあるんですか。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 まず、保護率につきましては世帯別で出し

ますが、これは、14.3％ではなくて、14.3パ

ーミル、1.43％ということでございます。 

 それで、ちょっと手元に――資料探せばあ

るんですけれども、大ざっぱに申し上げます

と、保護率が10パーミルを超えているところ

が、県の管轄外でありますが、熊本市、八代

市、人吉市、荒尾市、水俣市、これはことし

の４月現在ですか、というふうになっており

ます。都市部において、市部において10パー

ミル、１％を超えているという状況にありま

して、郡部のほうは、総じて大体６パーミ

ル、0.6％程度というふうになっておりま

す。 

 

○岩中伸司委員 都市部が非常にひどいとい

うふうな統計ですけれども、これもやっぱ

り、課長おっしゃったように、現役世代で生

活保護が多いということと、退職者の年金生

活者なんかが都市部に多いということの理解

で――それをやっぱり改善していく、そうい

う手だてもやっぱりしっかりやっていかなけ
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ばならないと思うんですけれども、そこら辺

までは、きょうはちょっと触れませんけれど

も、そういう思いを強くしたところです。 

 

○青木社会福祉課長 社会福祉課です。 

 その就労の問題につきましては、もちろん

県としても頑張る必要があるところでござい

まして、県の福祉事務所、あるいは市の福祉

事務所において、就労支援員、これを数年前

から置いているところでございますが、その

一方で、県の労働サイド、労働局、ハローワ

ークのほうがかなり力を入れておられまし

て、事業名としては、生活保護から就労へと

いうような名称の事業を、今年度、ちょっと

名称を変えられて力を入れられているところ

でございます。 

 労働局というか、国の労働サイドとのすみ

分けとしましては、生活保護受給者、あるい

は生活保護受給に至る前の方でも、稼働能力

というか、就職する能力が高い方について

は、優先的に国の労働サイドでハローワーク

通じて一般就労につなげていくという流れで

ございまして、こちら、福祉サイドとしまし

ては、福祉的支援が必要な方々について、い

ろんな支援、自立支援プログラムというのが

あって、仕事になれさせるとか、そういうも

のもあるんですけれども、そういうのも踏み

ながら、福祉的支援を行いながら、福祉サイ

ドでは自立就労支援を図っていくという方向

に今なっております。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員長 ほかにありませんか。 

 ないようでございますので、これで健康福

祉部の審査を終了します。 

 次回の第４回委員会は、10月18日金曜日午

前10時に開会し、警察本部の審査を行うこと

としておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さんでございました。 

  午後３時38分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  決算特別委員会委員長 
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